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○

はじめに ～ 計画策定にあたつて ～

戦後間もない頃、結核は、我が国における死因順位のトップを占象「国民病」、「亡

国病」などと呼|れました。

その後、結核克服のための国を挙げた取組が進められヘー時|よ 根絶宣言が出され

ることも期待されましたぶ 逆に1999年 (平成 1107月 、再興のツЫ民を受け、

国は「鰍 緊急事態宣言」を出すに至りました。

○  全国の年間死亡者数が2千人を超える結核は、今なお、我が国最大の感染症です。

都内でも、鋼間死亡者捌ま2百人を超え、新たに登録される患者数も約4千人で推

移しています。また、本年6月に|よ 都内の学習塾を中心に、国が統計を取り始めた

1992年 (平成4年)以『亀 最大の規模となる結核の集団感染が発生しました。

結核は、現行の結核予防法が制定された1951年 (0訴□26年)当0寺とは大き<
変化した社会状況の中で現代的に変貌臥 また人々の集積する大都市で|よ 新たな発

現形態を示しながら存在し続けています。

しか臥 現代医学を踏まえれ|よ 結核|よ 克服不可能な病気ではありません。ただ、

その根絶に|よ 正しい知識とこれに基づ<予防、治療が必要です。

この計画|よ 21世紀初頭においで 1,200万人が生舌する大都市東京に顕著

に見られる特徴を分析臥 取り組むべき施策を示す、「現代型・都市鶏 刻 を克服

するための戦略指針として策定しました。

なお、本計画は、都知事の諮問を受け、東京都感染症予防医療蒲 義会が答申し

た「膨護誡絲該 予防計画』の策定に向けた基本的な者え方について」を者剛こおいて具

体化するものです。

また、本計画は、本年4月に施行された改正結核予防法第3条の4の規定に基づ

き、都が定める i織の予防のための施策の実施に関する計画」であり、2005年
(平成17年)から5年間を対象期間としていま硯

○

○

○

○

○

‐
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″
結核根絶人の取組雄 めてイスためには、都民、医療関係者及び行政が、結核について

の正しい基礎知識を持ち、それに基づいて、BCG廣種や健康診断などの予防対策が実施

され、また適正な医療が確保さMことが必要です。

そこで、この章では、まず結核という病気について考えます。

I 結核について

1「結 核 」とは

○ 結核は、患者の体の中の結核菌 (*)が、咳や<しやみで、空気中に飛び出し そ

れを周囲の人が肺の中に吸い込むことにより感染 L/1す。

*結核菌の発見

結核菌は、1882年に、ドイツの細菌学者ロベルト・コッホにより発見されました。

結核菌は、極めて丈夫な細菌で、乾燥に強い性質を持ちます。このため、咳などのしボき(飛肉 の

周りの水が乾燥・蒸発して、中′L部だけとなつた状態ω でも生き続けます。

一旦、飛沫核となると、結核菌はすぐには、床や地表には落下せず、空気中に30分以上も漂い、空

気の流れに乗つて広がります。 空気で広がり、感染するので、空気感染(飛沫核感染)といいます。

しかし、屋外に出て、拡散したり、紫外線に当たつたりすると、急速に感染力を失います。

○ 結核に感染した人のうち、発病するのは 10人に 1～2人です。

o そして、結核ノλ 他の人に “うつる"の|よ この発病した人が重症化し 咳や痰な

どにより、結核菌が体の外に出る場合です。

○ 結核は、咳 痰t発熱などの症状で始まります。そのほか、痰に血が混じる、食欲

が減る、体重が減る、寝汗をか<、 微熱が続<などの症状もあります。

2週間以上、咳が続いたら、病院などで受診t/1しよう。長引く咳は、要注意です。

○ 感染してから、2年以内に発病すること洲まとんどです力ヽ その期間を過ぎても、

結核菌は体内でいわば「冬目剛寿則 となつて生き続け、免疫力が落ちると、たとえ何

十年後でも、発病することがあります。

高齢者に結核発病が多<みられるのは、こうした理由によるものです。

○ 結核の治療期FE351よ 通常6か月から1年程度です。また、発病し かつ感染性を有す

る状態になつた人でも、適切な治療を行え|よ 2週間程度でその感染性|よ ほとんど

な<なります。
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○ ここで大切なのは、薬を飲み始めてしばら<すると、咳などの症状は良<なりま

すがヽ自分の判断で1膜を止めてしまうと、症状は悪イヒ以 また薬が効かな<なるこ

ともあります。薬は決められた期F83、 確実に飲み続けなければなりません。

2結 核は 、いま・…

○ 我が国において、2004年 (平成16年)に、新たに結核患者として登録された

人は、29,736人 、り患率 (*)|よ 23.3と なっています。

また、結核による死亡者数|よ 2,328人 です。

* り患率について

り患率とは、一般に、一年間に発病した裁 人口10万人対比で表したものです。

結核に関する統計上は、新登録率ともよばれ、当該年内に登銅された患者を10月 1日現在の総人

口で除したものを用いています。

○ 結核が、「国民病」として恐れられ、その対策として、現在の結核予防法が制定さ

れた1951年 鯛 和26年)に |」 l、 新登録患者数|よ 590,662人 り患率|よ

698.4、 結核による死亡者数|よ 93,307人 となつていましたので、我が国

における結核対策は、医療関係者や研究機関の努力とも相まって、めざましい成果を

挙げてきたと言えます。

○ しかし それでも、現在の我が国の状況|よ 先進諸国と比べると、次表のとおり、

著し<遅れています。

主要国の結核り患率               (人 口10万人当たり)

日 本 ア メリカ イ ギ リス フ ラ ン ス

り 患 率 23.3 5.3 10.8 9.5

年 次 20044「 2003年 20034「 20034「

○ また、世界全体の動向についてですが、世界保健機関 KVVHO)は、1993年に、

結核非常事態宣言を出したほか、1996年の報告書で|よ 「克服したと思い込んで

いた結核が、新たなどう猛さで甦ってきた」として、再興感染症としての結核に警鐘

を鳴らしています。

○ 我が国における結核の特徴として、り患率は改善しているが、その減少率は低下し

ていること、特に20～30歳代の減少率が際立って1菫いことです。

○ さらに、結核のり患率の高い地域が、次表のように、大都市に偏り始めていること

も重要です。

‐
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結核り患率の高い都道府県の推移

1983年          1993年         2004年

1位   香川県     大阪府     大開け

2位   高知県      高知県     東京都

3位   和歌山県    和歌山県     兵庫県

(38小L  沸3哀者D  (25仁ヒ  殊ウ気者D

特に、新登録患者数で|よ 東京都 (12.7%)と 大阪府 (12.2°/Omで、全国

の約4分の1を占めに更に次表のとおり、大都市とその周辺が上位を占めています。

全国新登録患者の上位を占める自治体及びそのり患率の状況(2004」0

細 諸

ω

り患率

(人口10万人当たり)

螂

鰯 llEE)

3,764

(2, 915)

30. 2

(34. 7)

跡

帥

3, 627

(1, 627)

41.2

(61. 8)

神奈り|1県

憮 祠

0‖m

1,941
(9o6)
(363)

22. 2

(25. 5)
(27. 8)

愛知県

綿耀 わ

1,811

(795)

25. 2

(36. 1)

難 県

榊前

1, 623

(548)

29. 0

(36. 1)

国 29, 736 23. 3

備考 :()内の数値

は、内類 ある。
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施

東京の結核には、現在、大きく2つの特徴があります。

第1は、戦後の結核根絶に向けた国民的な取組を経た21齢計願 における現代的な特

イ漿 九

第2は、人口や産業が集積し、就学・就労形態等、多様な生活が営まれる大都市である

ことに起因する特徴です。

 ヽ  本章では、こうした東京の結核の現状について分析します。

Ⅱ 現代型・都市型結核の現状

1都における結核感染の状況

全体的傾向 ～ 全国と比較した都の“り患"状況 ～

0 2004年 (平成 16年)の都における新登録結核患者数|よ 3,764人 、り患率

は、30.2(*)と なつています。

*結核患者の定義について

1998年 (平成10年)から、国は、結核に関する統計指標(患者数、り患率)を示す際の定義を変更し、

「非赳 赫鶏議ヨ(*)」 を除外しました

* 非定型抗酸菌について

自然界に存在する微生物は、ウイルス・細菌・真菌 (カビ)。 原虫の4つのグループに分かれますが、結

核菌は、細菌の中の抗酸菌という種類に属します。

抗酸菌の中で、結核菌など一部の菌を除いたものを非定型(非結核口 抗酸菌と言います。非定型抗酸

菌は、水、塵、鐵 ど広く自然界に分布しています。喀痰塗抹検査では、抗酸菌を検出することができ

ますが、それが非定型抗酸菌か結核菌かについては、さら1硼Jの検査を行わないと判別できません。

○ 凋共20年間の結核り患率の推移をみると、全国白釧こは、{邸しています力ヽ、都にお

いては、ほぼ横ばいです。その結果 者Bのり患率は、1996年 (平成 8年)に、拿国

平均を超え、以後格差は広が6的 にあります。

‐
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過去20年間の結核り患率の推移(都、全国)

６０

５０

４０

３。

２。

１。

０

結

核

り

患

率

（
人

ロ

ー

０
万

対

）

一
東京都(非定型抗酸菌症を含む)

一
東京都 (非定型抗酸菌症を除く)

全国 (非定型抗酸菌症を含0
全国(非定型抗酸菌症を除く)

0  2003年 (平成150に おける都と全国のり患率を、年齢階層別に比較すると、

両者とも、高齢者におけるり患率が高<なつていますよ 都では、20歳代 (格差14.

8)及び50歳代 (同 13.3)におけるり患率が、全国よりも顕著に高<なつていま

す。

また、それらに挟まれた世代も年少者層や高齢者層に比べると、全国との格差が大き

<なつています。
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平成16年 年齢階層別結核り患率(人口10万人あたり)

□東京都   口全国

このように、若年層 (20歳代)、 壮年層 (50歳代)及びそれらに挟まれた世代の

り患率の高さが、いわば全体を押し上げる形になつています。

都内の結核の特徴

○ 都内のり患率を地域ごとに分析すると、市町村音S(島しょ地域を含む)はI~国平均

(23.3)を下回る20.9で あるのに対して、特別区部では34.7で あり、全国平均

を大き<上回っています。

特別区部、市町村部、都全域別 り患率の推移

50

40

30

20

10

0

39.5

22.1

．

‐

．

‐

一

‐

‐

‐

７34

~特 別区部

一曇― 都鋤

市町村部

人

ロ
ー

０
万
対

30.2

20.9

2003

0～ 4歳 5～ 9歳 10～ 14歳 15～ 19歳 20～29歳 30～ 39歳 40～ 49歳 50～ 59歳 60～ 69歳 70～ 79歳 80歳以上

2002
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○ また、自治体ごとにみると、り患率が全国平19を下回るものから、その4倍にせまる

ものまであり、地域の実情に合わせた結核対策が必要です。

区市貫財寸別桁鏑亥り月妻率―景](200411)

特別区名 り見妻率

千代田 55.6

中央 25.2

港 340

縮 59。7

文京 29.8

台東 864

墨田 S_0

江東 〔〕CLl

口
ｍ 35.2

目黒 21.9

大田 313

世田谷 22.9

渋谷 272

中野 37.7

杉並 262

豊島 54.2

Jヒ 434

荒川 48.7

稀 31.6

練馬 254

敗 370

葛飾 38.5

江戸川 33.3

価 格 り患率

青梅市 11.2

福生市 24.6

羽村市 142

榊 8.9

奥多摩町 290

あきる肺 13.8

日の出町 124

檜原村 66.6

八王子市 19.2

日野市 19.5

多摩市 15.7

稲城市 18.5

町田市 15.3

立川市 25.2

昭島市 100

国分寺市 21.6

国立市 19.1

東大和市 7.5

武蔵村山市 27.1

府中市 乏14.1

小金井市 324

赫 2a2

狛江市 206

武蔵野市 24.9

櫛 29.9

小平市 16.9

西東京市 25.6

東村山市 28.2

清瀬市 34.3

東久留米市 23.6

市町村名 り見露率

大島町 341

利島村 0.0

新島村 00

神津島村 00

三宅村

御蔵島村 Q0

八丈町 549

静 島村 0.0

′l蝋 村 00

全国 23.3

特別区部 347

市町村部 209

都全体 30.2

‐
8‐



○ り患率が急上昇する20歳代から、次のピークを示す50歳代までの新登録患者の状

況を、感染原因別にみると、ほとんどが不明ですが、不明者の生活状況をみると、長時

F83過ごす場所として、バチンコ店 (24°/Om、 盛り場 (24%)、 サウす (16%)の順

となつています。

20歳代～50歳代 感染源特定

サウナ  ー

01%

カラオケ  _
01%

パチンコ店 ―

01%

戦
昭

一  ′ヽイト

略

_寮
酬

_翼饉財書舎

04■

 ́_自宅

2■

_病院

酬

_その他

2■

莉
蝋利

嘲

20歳代～50歳代 感染源不明者の生活状況 (総数 229人 )

宗教団体 _
3%

漫画喫茶

儡

拘置拘留他 _

5% 
ヵラオケ _

酬

カプセルホテル __

80/

兌『
~駅周辺

摯

スポーツジム
24 _マージヤン

21Z

パチンコ店
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2現代型結核としての再興

′τ

かつての“国民病"としての結核は、時代の変遷を経た21世紀初頭の現在、これま

でとは違う、幾つかの特徴を示しています。

ここでは、これをわが国に共通する現代型結核として、現況を分析します。

(1) 高齢者と結核

○ 新登録患者に占める70歳以上の害」含|よ 全国よりは低いが、年々増加しています。

東京都における年齢階層別新登録患者数の推移

lo%     20%     30%     4096     50%     60%     70%

|

′
23%

／

ブ

／

／
／
／

／
た

/
/ /

148%■ :亜
|

1.7% //

/

14.9%

|

14.1% ミ1lprミ

|

1.7%

罐 . 12.996・・ 下 膨 師 碑 翻 爾il弼11■‖ .'::-12.O%..:

|

1.4%

′

′

1綱%■lli拓 .リオ 舅ミ燃嘲::筆藍聾革:華1範塁豊座 1111111‖ Nよ晨黛

|

1.1% ′

1■0%□ 13.0% 蜀螢民麟:彗 i三軍萎華:腱ヨ壼壺ヨ1 ll,1皿
\\\s1 3.3%.\\\\
\\\\\t\\\\\\\\\\
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○ ―般に、高齢者の結核|よ 新たに感染した事例のほか、若いB寺代に感染したものの、

発病せずに「冬8剛雄蜘に入り、その後の加齢や合併症などによる免疫力の低下により、

発病する事例が多<含まれていると考えられています。

従つて、こうした傾向|よ 今後も、高齢イじの進展とともに、顕著になると予想されま

す。まさに、結核の現代的発現形態の一例です。

○ 特に、都における結核死亡者数に占める70歳以上の割合|よ 全体の7割を超

えています。

年齢階層別 性別 結核死亡者数                         (単 位:カ

○ 合併症|よ 年齢とともに高<なり、60歳以上で|よ 新登録患者の40%を超えてい

ます。

○ な裁 者剛こおける65歳以上の結核患者の入院期FoOは、103.3日 であり、全国の

平均入院期間85.2日 の1.2倍となつています。

計 19歳

以下

20歳代 30歳代 40歳代 50m4t 60歳代 70歳代 30歳

魔

不詳

国 2,337 0 6 30 56 163 298 706 1076 2

都

計 259 0 0 6 7 26 38 87 95 0

男 180 0 0 5 7 22 33 60 53 0

女 79 0 0 1 0 4 5 27 42 0

合併症の有熙噺澄録患む

100%

80%

60%

40%

20%

0%

0～ 9才 10～ 19才 20～ 39才 40～ 59才 60才 以上

‐
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(2) 多発する集団感染

○ 本年6月、都内の学習塾で、生徒・講師等が結核に集団感染する事例が発生しました。

そ晰 怠 接触者調査が進むにしたがい、発病者は62人にのぼり(同年 10月末日現ω 、

国が統計を取り始めた1992年 (平成4年)以降では、全国で最大の規模となるもの

でした

大規模な集団感染事例(全国)

赫 縣 発 生 年 次 施 設 種 別 発 病 者 数

都

県

県

京

崎

知

東

宮

高

2005年

2001年

1999年

学習塾

際 搬

中謙

62人

38人

32人

(2005年10月末日現a

都と関係する特別区 (*)では、広i或的な対応と情報の集約を行うため、緊急に含同

対策会議を設置 し 感染拡大防止に努めました。

*(別に所について

保健所は、結核に関する多くの事務を担当しています。

保健所の設置については、地域保健法第5条に基づき、特別区の区域においては各特別区が、市町

村の区域においては都がそれぞれイつこととされています。

○ 結核予防瀾 ま、事業者、学校長その他施設の長に対し 定期に健康診断を行うことを

義務付けるなど、必要な措置を規定していますが、過去 5年間 (2000年 ～2004

年)の集団感染の発生状況は、全国では 170件 (うち都では37件)にも上ります。

その約 3分の 1は、学校で したが、約8%が「その他」、つまり飲食店などの営業施

設 (*)であり、今後の対策上の重要な課題となつています。

このように、集国感染も、結核の現代的特徴の一つとして忘れることができません。

*「その他 の補足説明

東京では、24時間営業する施設が多数存在し、事実上、そこでfEE民あるいは恒常的に寝泊まりする

人々も多く存在しま
‐
九 感染源不明者に長時間過ごす場薩 聞くと、不特定の人々が集まるこうした施

設を挙げる人が多くあります。
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全国における最近の集団感染の発生集団(2000年～2004年 総数170件 )

他施設・塾・

宿泊所

(3) 多剤耐性結核の脅威

○ 化学薬品や抗生物質などに感受性の低い菌 (つまり薬が効きに<い菌)を耐性菌とい

い、その中でuい <つもの薬剤に耐性を示す菌を多剤耐性菌といいます (*)。

結核菌の場合|よ 単剤治療や治療の中断などにより通常の結核菌が突然変異臥 抗結

核薬に殺されずに生き残り、増えるものと考えられています。

* 多剤耐性結核についての補足説明

一般に、結核の場合、少なくとも、主たる治療薬であるイソニコチン酸ヒドラジド(INH)とリファンピシ

ンCRFP)の2剤に耐性の結核菌を「多剤耐性結核菌」といいます。

○ 多剤耐性結核を作つて L/1うと、治療が難し<なります。感受性のある3剤以上の薬

を用いた長期F80の治療が必要です (*)。

* 多剤耐性結該を作らないためには

結核の治療では、耐性菌を作らないように多剤併用で治療するのが原則です。世界保健機関

lWHO)は、4剤併用で治療すること狐 ています。

○ 都における多斉」耐脇結核患者を、国籍別に、20歳代から50歳代までの新登録患者

について分析すると、日本人は1.5%であるのに対し 外国人は3.4%と 2倍以上

になっています。

また、日本人に限れ|よ 住所不定者については、2.4%で あり、全体よりも高いこ

とが指摘できます。
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2003年 新登録患者 多剤耐性結核 20～ 50歳代 日本人

(総数 1895人)

2003年 新登録患者 多剤耐性結核 20～ 50歳代 外国人

(総撃 236人)ぁ
り

2003年 新登録患者 多剤耐性結核 20～ 50歳代 住所不定者等(日本人)

(総数 205人)

あり
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3都市型結核としての再興

罰 囲 鵬 離 7妬
結核は、都市化の進展の中で、その時々の社会状況に合わせて、生存を続けています。

全国の都道府県ごとのり患率の推移からも、結核が大都市に集中的にまん延している傾

向がうかがえます。

そこで、ここでは、大都市に顕著な結核の特徴を、都市型結核として分析します。

(1)住 所不定者の感染

○ 都の結核感染の特徴的な年代である20歳代～50歳代までの新登録患者数|よ 2
003年 (平成150に |よ 2, 161人でしたがtそのうち、約 1害」の205人
がt住所不定者等でした。

これをさらに分析すると、路上 ({蕩万薇D66%、 建設宿舎 15°/Q簡易宿泊所

13°/Q IEB民室を有する施設6%と続いています。

2003年 新登録患者 住所不定者等(20～ 50歳代)内訳

(総数 205人 )

簡易宿泊所

13%

仮眠室を有する

搬
6°Z

○ さらに、この住所不定者等を年代別に見ると、50歳代が65%を占めています。

また、排菌状況を見ると、周囲の人に感染させるおそれがある喀痰塗抹陽性者 (*)

は、54.6%を占めています。
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*喀痰塗株腸性患者について

痰をガラスの板 (スライドグラス)に塗りつけて染色し、顕微鏡で観察する検査方法を喀痰塗抹検査と

ぃい、この検査で陽断 を示した患者和客痰塗抹陽時 といいます。

2003年 新登録患者 住所不定者等(20～ 50歳代)年齢階層別割合(上働

/登録時の排菌状況(下詢

20-29備証

4%

(総数 205人)

30～ 39歳

8%

(総数 205人 )

□ 喀痰塗抹陽性初回治療   □ 喀痰塗抹陽性再治療     □ その他の菌陽性

圏 菌陰性その他  、    □ 肺外結核
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○ 住所不定者問題は、都市部における深亥」な社会問題ですが、結核対策において急

極めて重要な課題です。特別区部における路 卜牛活者の結核り患率を、路上生活者概

数 (5,585人 :平成14年調査結果)と結核患者数 (132人 :平成14年路上

生活患者数)とをもとに計算すると、人□10亀ヽ 此Lで、2,363.5と なり、

他と比較できない高い率であることがわかります。

○ なお、先に都の特徴として、50歳代にもピークがあることを指摘しました力ヽ 5
0歳代を中心としたり患率の高い地域|よ 住所不定者等の問題を抱えた地域と重なっ

ています。

○ 住所不定者に関する結核対策で|よ 生活に困窮していること、不規貝」な生活から治

療中断が生じやす<t再発や薬剤耐性化を招きやすいこと、結核に対する知識の不足

から治療拒否を招く傾向が 螢いことなどが、特に留意するべき課題です。

(2) 夕旧 人結核

0 2003年 (平成15年)の都における新登録患者数|よ 4,029人でしたよ

このうち外国人|よ 235人 (5.80/。Mでした。

新登録患者における外国籍の推移

脚 銅

緻 ω 内 外国籍 倍恰 ) イ
`:ヽ

3:'t  (,ノ 、ヽ) 内 外国籍 (割合)

1999年 4,693 202人

“

.3) 43,818 821  0. e)

2000年 4,541 231人 6.1〉 39,384 837人 0.1)

2oor+ 4,116 229A  〈5.6) 35,489 866人 夕。4)

2oo2+ 3,936 224人 〈5.7) 32,828 824人 0.5)

2oo3+ 4,029 235人 も.8) 31,638 906人 ●.9〉

○ 特徴的なのは、年代別に分析すると、20歳代が53.8°/R30歳代が26.3%
で、この2つの年代で、8害」を超えていることです。

また、在住5年以内の者が67%を占めています。
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2003年 新登録患者 外国人 年齢階級

50´-59農義

2_1%
40-49滝証

8.9%

70-79貴読

、ヽ     3.4% 15～ 19歳
3.0%

2003年 新登録患者 外国人 日本在住期間

(総数 236人 )

○ 職業別に見ると、学生 (日本語学校)が約 3害」であり、以下、コ 融 飲食店従事者、

無職となります。
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2003年新登録患者 外国人 性別岬鎖鵠J人数

(総数 236人 )

○ 国籍別では、次図のとおりです。

○ 新登録患者数に占める外国人の害」含|よ 全国的にも年″増加していますが、都では、

その割合が2倍以上であり、外国人の率群刻嚇衰¬臥 重要な課題となつています。

不
明

そ

の
他
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関
係

建

築
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設
関
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）
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中

心
業
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業
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学
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（
大
学
　
・大
学
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）

無

職

飲

食
店

（
調

理
　
・接

客

）

主

婦

学

生

（
日
本

語
学
校

）

37~~~~~―
――

2003年 新登録患者 外国人 国籍

フィリピン

15%

‐19‐



○ 来日したばかりの外国人では、結核の症状がある場合でも、会話の困難性や慣習の相

違などから医療機関による治療を受けに<いこと、学校や職場における健康診断を受診

しにくいこと、医療保険が適用されないこと、また超過滞在者も存在することなど、様寂

な特殊事情を抱えているケースもありま硯

(3) 若年層への広がり

○ 先に見たように、都の若年層、特に20歳代の結核り患率は、全国水準よりも著し<

高<、 社会生活が始まる世代を中心に新たな感染が生じている状況がうかがえます。

こ硼頃向|よ 他の大都市でも同様であり、歓 結核が高齢者から、若年層を中心と

した都市型結核へ移る可能性が高いことを示唆しています。

若鋼 寺□謙染臥 「冬眠状態」を経て、加齢等に伴う免疫力の低下とともに発病する

という結核の特性を踏まえるなら|よ 文」策を進めるうえで、若年層への広がりを防止す

ることはとても重要です。

2003年
`報

制鵠賜1り患率 男女計

(人 口 10万対 )

120

100

80

60

40

20

0

一
東京都 (外 国籍含む)

一
東京都 (外 饒 含まない)

―
錮  (外 酪 含む)

亀ヽ亀聰ヽムヽヽLヽヽ＼兆ねヽLヽ

‐20‐



20歳代・30歳代のり患率の年次推移

(人 口 10万 対 )

― -20-29冑轟

―B-30-39

○ 者倒こおける20歳代及び30歳代 (日本人のみ)の新登録患者を職業別にみると、事

務などの内勤系業務が男女とも最も多<、 男性で|よ 工場 L製造・工事関1系 (事務系以

夕つ が、女性では、医療系 (医師・看護師)が続いています。
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2003年 新登録患禅 0～39歳 (日本人渭霧鵠J男女

(全体 919人 )(人 )
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o かつて、国民病と呼|れた頃に結核を経験した世代とは異なり、若年層に|よ 結核に

対する知識が不足しています。

例え|よ 都が実施した調査では、20歳代男性の半数以上が、聯舗劾 ま`わりの人に

感染するおそれがある病気」であることを認識していませんでした。

対策上の重要な課題です。
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Ⅲ 現代型口都市型結核を克服する都の戦略指針

1 裂      

…

`

1  本章では、これまで分析してきた現代型・都市型結核に対する処方箋として、都の総合

1 的な取組を、独自の数値目標を含めた“戦略指針 'として構築し、結核感染の脅威から、都

1 民の安全・安心を確保します。

―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 一
―

―
‐

― ― ― ― ― ― ― ― ―
‐ ― ― ―

☆ :基本的な考え方

現代型・都市型結核を克服するための都の戦略指針を構築するために、次の4つを

基本的な考え方として位置付けます。

1科学的根拠に基づいた効率的慮結核対策の推進

統計‖彗隈の分析や最新の医学的知見に基づいた個別的対応など、科学的な根拠に基

づき、課題を明確にした上で、効廓的な結核対策を推進します。

2重点対象への集中的取組

現代型・都市型結核の撲減に向けた取組を進めてい<ため、感染・発病を起こt/●

すい対象や施設に対して|よ 集中的な対策を行います。

3予防から治療までを支える地域における仕組みづくり

結核のまん延防止に|よ 予防のための取組はもちろん、早期発見 。早期治療に努め

ることなど適切な医療の提供を確保することが必要です。

このため、医療機関、保健所、福祉事務所等の地域の関係機関を含めた予防から治

療までを支える仕組みづ<りを進めていきます。

4広域的な連携体制の構築

的確かつ効率的な結核対策を進めてい<ため、自治体の枠を越えた広域的な連携体

制を構築することが必要です。

そのたは lk8~JTを設置、運営する都と特別区が、共通目標を設定することなど、

一層の連携を進める懸要があります。

また、法律上、予防接種や定期健康診断などを行うこととされている市町村と都の

保OJTとが施策を協調し 総含的に結核対策を進めてい<必要があります。
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プ″ 燿妻%豪「4場

"躍

多ブノ

【目標1】

力 ″ 7θケi平成22年)|こお
=す
る部内の生勧 1月時点

=こ
お

=す
るBCC働野∽

β裸哲、95%以上とιま九

≪ヨ ょ脚 ≫

○ ツベルクリン反応検査の廃止・直接BCG接種制度への的確な対応

○ 現代型・都市型結核患者への検診の重′点化

○ 院内感染防止対策の徹底、研修等の充実

(1)予防接種

○ 結核の予防対策として、BCG(*)接種|よ 特に享拗児期における結核の発病・

重症イじ防止に極めて有効とされています。

* BCGワクチンについて

BCGワクチン(Bacille de Cttette一 Guerln)は、フランスのシくスツール研究所で、カルメット

(Cahette)とグラン(Guerin)に より開発された弱毒化ウシ型抗酸菌を用いたワクチンで、広く世界的に

用いられています。

1909年に乳牛より分離された強毒ウシ型菌を、230代育て、実験動物に接種しヽ 発病させない

ことが確轟され、1921年に人体試験が開疑 れました

我が国へは、1925年に持ち込まれ、1965年 172代 目の菌が標準株CTOKY0172)と 定められ、

ワクチン製造に用いられています。

○ 予防接種に|よ 区市町村 局棋 手し児に対 して行う定期の予防接種と都道府県XEl事が

結核予防上特に必要があると認めるときに行う定期タトの予防接種とがあります。

○ このうち、定期の予防接種について、2005年 (平成17年)4月から、改正

結核予防法の施行に合わせて、次のように取扱いが変更されました。

ネ ツベルクリン反応検査について

ツベルクリンとは、コッホにより発見された抗原物質のこと。

結核菌の感染を受けた生体等に、ツベルクリンを皮内注射すると、その局所に48時間をピークとし

第 1に、予防接種に先立つて行われていたツベルクリン反応検査 (*)が廃止

されました。
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て出現する発示・硬結を主醍 する皮膚反応がこ ります。これをツベルクリン反応といい、わが国で

は、長径が10-以上のものを陽性と判定しています。

但し、全身状態が悪い場合や手L児、免疫不全の場合など、結核に感染していても、ツベルクリン反

応が陰性になる場合も多く、絶対的な検査ではありません。

○ これまで|よ 結核に感染していないことをツベルクリン反応検査で確認してから、

予防のために B03接種を行つていましたが、結核り患率の低下に伴い、手勁 児の感

染が減少したことから、ツベルクリン反応検査を廃止し 臨 の直接接種を行うこ

とにしたものです。

ただ臥 今後|よ 既感染者に対して Bα3接種を行う可能性が出て<ることから、

区市町村|よ 健康被害対策が速やかに行えるよう、保健所、医療機関との連携体制の

3剣ヒや、コッホ現象 (*)、 副反応などについて、最新の医学的矢0見を深め、関係者

に周矢口するよう努めてい<必要があります。

* コッポ現象こついて

コッホは、動物の皮膚に結核菌を・MLた 場合、結核に、既に感染している場合には、感染してい

ない場合に比べて、局所反応がス かつ強度に出現し、治癒も早いことを発見しました。これをコッホ

現象といいます。免疫のある個体に菌が侵入したときに起 る局所の防衛過程であると理解されてい

ます。

なお、コッホ現象が出硯した場合には、結核感染の有無を確認する必要性が高いことから、区市町

村は、接種を受けた者から報告を受けるとともに、報告をした者に醐 関で必要な検査等を受ける

よう勧奨することが望まれます。

第2に、予防接種は、これまで4歳に達するまでの期間に行うこととされていま

したが、原則として、生後6か月に達するまでの期間に行うこととされました (*)。

*例外措置0薙助 、ヾ医学的に不適当であると判断された場合)

生後6か月に達するまでの期間に、医学的に接種をイラことが不適当であると判断された乳児につ

いては、1歳に達するまでの期間に、法に基づかない BCG接種として、区糾 勧主動 している場

合があります。

○ 今後|よ ま婦 防接種の実施主体である各区市町村長が、生後6か月に達するまで

の期間に BCG接種を完了するよう、地域の医師会や近隣の自治体との十分な連携、

乳幼児健康診断との同0妾赳触 個別接種の推進等により、接種の機会を確保臥 接種

率の向上を図ることが必要です。

また、未接種者へのフォローや県働き家庭等に対する予防接種を受けやすい体制整

備を検討してい<必要があります。

○ 取扱いが変更になる前の都における BCGの接種率は、生後6か月 8寺点で|よ 特別

区部95.3°/c市町村部63.9°/m生後1年時点で、特別区部98:O°/Q市町

村部91.〇 %となつています (特別図訓よ 2001年ヽ市町村音剛ま、2004年
の数値)。
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* BCG接種状況(特別区部・市町村部)

(%) BCG掲 そヨ種 1大 がK%)
100

80

60

40

20

0

<備考>特別区部は2001年、市町村部は2004年の数値

○ 都|よ BCG接種技術の確保・向上のため、必要な調査・研究を行うとともに、保

健所職員や医療関係者等を対象にした講習会や研修等を積極的に推進して行<こと

により、予防対策の拡充に努めていきます。

(2)健康診断 (定期検診・定期外検診)

○ 結核患者の発見を力法別に分析すると、医療機関での受診によるものが大きな割合

を占めていますが、健康診断によるものも2害」を超えており、患者本人の治療はもと

より、社会への感染拡大防止の観点からも、健康診断は有効な手法となつています。

都における発見方法別新登録患者数(平成15年)

鮮 位 :件抑

総 ・ 数 中 健 康 診 断 そ の 他 不  明

4,029 2,969 882 139 39

○ 健康診断は、大別、次のように区分されます。

① 定期検診

結核予防法に基づき、区市町村長、学校長、事業所の長、施設 (社会福祉施設等)

の長が行うもの。

② 定期外検診
結核予防法に基づま 者β道府県知事が、結核の予防上、特に必要があるこ認める

ときに、感染を疑う正当な理由がある者に対して行わせるもの。

③ 個別健康診断

結核予防法に基づかない健康診断。入学・就職のための健康診断、人間ドック等。

④ その他の集団検診

結核予防法以タトの法令、制度による集団櫛 2

0 定期検診で発見された患者は、約8害」が排菌していない段階にあり、早期発見のた

めに極めて有効な手段で硯 このため、都|よ 区市町村長、学校長等が行う定期検診

の積極的な支援を通じて、結核のまん延防止に努めていきます。

一

区 部

… ■■ ― ¬けmTホ寸書謳
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○ また、都が直面する現代型・都市型結核対策を進める上では、特にリスクの高い対

象に重点的な対応をとる必要があることから、都|よ 区市町本」との連携を図りながら、

以下の施策を推進していきます。

・ 第 1に、簡易宿泊所を中′いに、建設宿舎・サウすなどの利用者を文」象とした住所不

定者対策としての健康診断を重点的に行います。

・ 第2に、外国人の結核対策として、日将 護卦絆 生嘲果険未加入者を対象とした

特別対策としての検診を行うほか、タト国人一般を対象にした対策を充実していきま硯

・ 第3に、高齢者施設など、ハイリスクな人々が集まる施設の管理者に対しては、健

康診断の重要性や結核に関する正しい知識についての普及啓発を進めていきます。

。 第4に、集団感染対策として|よ 学習塾やベピーホテルなど、従業者が感染源とな

った場合に、深刻な影響を引き起こず可能性が高い事業所に文」する予防対策の充実を

図ります。

○ 以上の対策を進めるに際して|よ リスクに応じた効率的な健康診断 ぐ特に、定期検

言の を実施してい<た贔 地域の結核り患率硼 朗 やハイリスクグループの開 を的

確に把握臥 地域の実情に合わせた健康診断方法や対象を選定する必要があります。

○ 者5には、様々な地域特性があり、定期検診の実施にあたって|よ 全域を画一的に捉

えるのではな<、 各区市町村力ヽ り患率等の地域の実情を踏まえて対象者を選定する

ことが求められます。その際t国|よ 患者発見率0。 02～0.04%を 基準とする

ことを推奨しています。

また、選定した対象者に健康診断が確実かつ効果的に実施されたか否かを検証する

ため、受診率、要精密検査率、同受診氣 患者発見率などを的確に把握し 評価を行

うことが重要です。

○ 定期外検診|よ「徹 にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」を対象

に行うものであり、集団感染などの場合における患者の早期発見 。早期治療及び感染

拡大防止の双方の観点から、極めて有効なものです。

ただし 感染源となつた患者の接触者力堆激の自治体にわたつて広域に居住するこ

とが多<迅速な対応がとりに<い側面があります。

そのため、都|よ 保健所間の連携を図り、総合的な調整を行い、積極的に対策を進

めていきます。
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(3)その他

○ 自覚症状などに基づ<、 医療機関での自発的な受診により発見された患者|よ 全体

の74%(2003年 (平成15年)の都内の実績)にのぼりますが、さらなる自発

的受診率の向上のため、普及啓発を進めていきます。

また、医g取 蓄護師など医療機関従事者に対して、最新の結核医療に関する矢口識

を膠得する機会を提供する研修 。講習会についても、充実していきます。

○ さらに、都市型結核を若年層について分析した際に述べたように、新登録患者を

職業別にみると、医師・看護師など医療系業務の従事者が高い割合を示しています。

従つて、院内感染対策についても、改めてその重要性が認識されなければなりま

せん。院内感染対策は、感染源をサーベイランスすることを基本に据え、換気のコ

ントロールなどの施設構造上の課題を含めた感染経路に関する対策や感染性のある

結核憲者に接する場合に、結核菌を透過させない特殊フィルターのついたマスクを

使用することなどの対策を徹底しなければなりません。

また、日院患者やデイケア等を利用する通所者に対しても十分な配慮が必要です。

都|よ 各種講習会や広報活動を通じて、院内感染防止に関する啓発活動を引き続

き行います。

○ なお、感染性結核患者について、結核予防法|よ 就業制限や結核療養所への入所

命令などを規定していますが、感染拡大防止の観点からは、周囲へ感染を拡大させ

るおそれのある状態を速やかに解消することが必要です。

このため、結核患者の発生に関する医師の届出が迅速に行われるとともに、患者

に対して、速やかな治療や入院を勧めることなど、感染拡大防止の仕組みを、都、

区市町村及び国の責任の下に、充実強化していきます。
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′ 之吻 物 務 診 月 繕 難 幻

【目標2】

汁 脅孵歓η塗藤談新″び
"rsを

獲疑酪吻1こ産興彗するととるた、2θアθ4r(平成22つ
まで1こ、着疫幻な癖 を2003年澪成 75銅のZθ%から、5%〃磋 妬
ことをミ標&ま 九

≪主な輸 ≫

○

○

○

多様なニーズに対応できる医療提供体制の拡充

DOTS(直接服薬確認療法)の積極的な推進

住所不定者、外国人、高齢者への積極的支援

(1)医療提供体制の確保

○ 本年4月現在k医療法で許可された都内の結核病床数は19005床です。

○ 近気 合併症、精神疾患、アルコール依存症等を併発する高齢者を中心とした結
核患者や薬剤耐臆 への対応など、結核をめぐる医療ニーズま深亥」化、多様化しつ

つあります。

このため都では、高度な合併症等を有する結核患者が、医療上の必要性から、一

般病院又は精神病院で入院治療を受けることができるようにするたぬ 結核患者収
容モデル病床の整備を進めています。

○ また、空き病床の不足により、結核が疑われる患者の受入れが困難な場合に備え、
都独自に、一般の救急病院において、緊急受入れ及び治療が行えるようエアフィル
タT装置等の個別空調設備を持つ病床 (緊急-0寺赫 り を整備してきました。

○ これらの施策を叡ム 都では現在、「東京都結核緊急医療ネットワーク」を構築し
適切な医療の確保に努めています旗 今後とも、深刻化・多様化する結核医療に係
るニーズ|こ的確に応えることができるよう、医療提供体制― を図っていきます。

○ そのほか、地域の医療機関に対して、結核医療の最新情報の提供が行われるよう、

lne―Jlと医療関係機関との連携関係を強化していきます。

保健所は、地域における結核対策の中核的機関としての役割を果たしてい<こと

が重要です。

○ さらに、現代型・都市型結核の克月日こ向け、医療機関に対し 薬斉」感受性検査 (*)
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の徹底を図るよう働きかけるほか、現在、諸外国で深刻イじし 今後、都でも深亥」イヒ

することが予想される日 |∨感染者が結核を併発した場合の対慮についての先進的

な取組を進めていきます。

*薬剤感受性検査

結核であることが診雌 れた後、治療に報 薬ゝを調べるための検査のこと。

○ なお、小児結核対策の分野では、接触者検診の迅速な実瓶 化学予防 (*)の徹

底、結核診断能力の自上、小縣 舗わ 向調査等の充実を図ることが童要であり、

者団よ 区棚 虫 保健所、医療機関等と綿密に連携し取組を進めていきます。

* 化学予防について

結核発病を予防する目的で抗結核薬を投与することを、化学予防又は予防内服といいます。化学予

防を受けている者は、日常生活は、普段どおりで構いませんが、服薬を確実に彿 ことが必要です。

○ 結核医療のための医薬品の研究開発については、民FB5の研究機関等の活動を促し

つつ、国の責任において、着実に進められるべきものです。

特に、現状では治療が困難な多剤耐臨 核患者の治療法など、新たな抗結核薬の

開発等についての国の責任は重大です。そのため、都は、その実現に向け、国に働

きかけていきます。

(2)患者支援体制の充実

○ 結核の治療は、通常6か月から1年程度の期F83を要し 患者には、大きな負担と

なつています。

しか臥 服薬を中断すること|よ 症状の悪イじを招<ほか、薬剤に対する耐性を持

つ菌を作つて L/1う可能性があります。

o したがって、治療中の患者に対して、結核の特性や服薬を中断しないことの重要

性を、正確に伝えるとともに、長期に及ぶ治療を支援してい<麟要があります。

そのためには、単に治療を行う医療機関だけではな <、 薬局や保健所などが連携

臥 地域における支援体制を確立するとともに、より広域的な対応を都と区市町村

とが、協力して、進めてい<嚇要があります。

0 2005年 (平成 17年)4月に施行された改正結核予防法で|よ「直接服薬確認

療法 (DO丁 S)」 (*)を推進するための規定を整備 t/1した。

具体的には、保健所長|よ 必要があると認める場合には、保健師又はその他の職

員を、患者の家庭に訪Fo5させ、服薬指導を行うこと及び医師は薬斉」を確実に服用す

ること等を指示しなければならないこととされました。 |

*「直播』

―

     (DOTS)」 について

Directし ObserVed Treatment ttort― coutteの略で、患者の服薬を医師等が直接確認して行う治療

‐30‐



洩

WHO(世界保健機関 は、次の5要素を柱とする包括的な結核対策を、「DOTS戦略」として提唱しま
した。①

'割
菱劉閑易閣議 最重要とする。 ② 患者が薬を飲むのを確認する。 ③ 患者の治療

成績を確認し、報告する。 ④ 適切な化学療法剤を必要期間投与する。 ⑤ 政府は DOヽ 戦略を

新 し、勤 に責詢%辞争つ。

○ 都では、既に出谷地願結核特別対策事業として EOTSを実施していましたよ 2
004年 (平成16010月 から|よ「東京都版21世紀型 DOTS事撃艶として、

市町村部において、患者や地域の特性にあわせた包括的服薬支援を実施しています。
今後は、治療中断を起こしやすい患者に対する服薬支援を効果的に行うため、特別
区との連携を3剣じし 広以的なDOttS靭各を推進していきます。

○ また、都|よ 現代型・都市型結核の克服を目指し 住所不定者等のハイリスク集
団に対する結核対策を効果的に行うため、保健・医療 。福祉・住宅・労働等の関連
分野との連携を3釧ヒするほか、早期発見・治療完了のために地域の様腱な社会資源
の積極的活用や複数の区市町村を移動する住所不定者等の結核患者を完治まで支援
するための広域ネットワークの構築などを検討L/1す。

○ さらにt外国人の結核患者に対し 治療内容及び服薬の必要性などを的確に説明
するための新たな試みも進めていきます。

○ そのほか、コホート観察 (*)の結果を活用し、治療失敗、中断・脱落等の背景
を分析臥 的確に対策に反映できるよう努めていきます。

*コホーH翻瓢こついて
コホート観察とは、適切な医療により二次感染を防ぐことを目的として、患者の発生時点から治療経

過と検査結果を時系列で追助し、治療完了の確認や治療効果α翅か知 を把握するもの。

○ なお、都では、結核の後遺症による呼吸機能障害者に対する生活支援策として、
在宅医療を支援するための講習会を実施しているほか、急性呼吸不全などで呼吸困
難になつた場合に備え、低肺機能患者 (*)の緊急入院事業による医療の確保に努
めています。

*{中 について

低肺機能患者とは、種々の原因により肺活量が碧メ減少した状態の礼 酸素療法を必要とする場
合が多い。

○ 保健所|よ 地域における総合的な結И部 の発信拠点、直接服薬確認を軸とした
患者支援の拠点としての役割を果たしていきます。
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θ 腕蒻餞豊芝える      物

≪ヨょI酪阻≫

○ 発生動向調査の有効活用

○ 最新の知見に基づく人材育成

○ 結核に関する正確な知識・情報の普及啓発

(1)調査研究

○ 現代型・都市型結核を克服するための取組を進めてい<中で、結核感染め雲胞期青

報を取りまとめる発生輌 識劃よ 二刷師 、結核対策の評1面及び新たな政策立案を

行ううえで、極めて有効な情報源です。

都で|よ 調査の正確性を維持し 有効活用できるよう、情報を取り扱う保健所職員

への研修 。指導体制の充実強化に努めていきます。

○ 国その他の研究機関の調査・研究に対しても、積極的な協力・支援を行います。

○ さら|こ 結核対策を進めてい<中で、適切で精度の高い検査を活用することは、極

めて重要です。そのため、薬剤感受性検査や集団感染発生時などに特に有効なRl~LP

検査 (*)などに加え、新たな結核菌感染診断法 (QF「 検査 (*)など)が有効に

活用されるよう、東京都健康安全研究センターの検査体制の充実到 Ыこ努めます。

* RFLP(Reniction Frapent Lend PolymOrphism)奉 稲奎

DNAの分析により、複数の菌の同一性を調べる検査のこと。集団感染発生時などに、感染経路を明

確にし、その後の対策を検討するうえで有効なに

*QF「 (全血インタニフエロン(INF γ)応答測定法(QuantiFERON― TB第二世代)の略)検査

採血し価 をBCGには存在しない%で 刺開した後に産生される INF γ量を測定するこ

とにより、結核感染をBCG接種の機 受けることなく診断する地

ツ
～

レクリン反元都と蒙Cは、結彬積じむこよる反応とBCG士麹踵をしたことによる防 とを調 りすること

に限界がありましたが、QFFオ資査により、更に馴 な分けFが可能となりました。

(2)人材育成

○ 戦後の結核克服に向けた国民的取組により、り患率が1曇下し 結核病床が減少する

中で、結核医療に専門的に従事する医療関係者が減少しています。

また、一般的な医療に従事する囲 ■ 看護師等においても、結核に文」する意識ぶ菫

下し 結核発病の発見の遅れ力ヽ 翻 されるようになつています。

さらに、年々進イじする結核医療にも対応していかなけれ|ぬりません。
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このため、都は、結核対策を健康危機管理の一つとして位置付け、医療関係者が最

新の知識・情報を得られるよう、講習会等を開催するほか、国等が行う研修への保健

所職員等の積極的参加などを通じて、人材育成を進めていきます。

(3)普及啓発

○ 一般に、結核は過去の病気というイメージが強<t特に、国民病として恐れられて

いた時代を経験していない若年層|よ 結核についての言薦哉が薄<なりつつあります。

したがつて、結核対策を進めてい<上で|よ 結核に関する正確な知言駄 情報を提供

するための普及啓発活動を進めてい<ことが重要です。

○ このため、現代型・都市型結核の克服を目指す者団よ 大学、専門学校t学習塾など
ヘバンフレット等を作成し 配布することにより、特に若年層に重点化した啓発活動

を積極的に行うとともに、企業内診療所・産業医を対象とした研修の新ほ 公共の場
へのポスターの掲示など、結核に関する知識の普及に努めていきます。

○ 外国人向けの広報として|よ 都のホームページタト国語版へ齢 舗      な情

報 (医療費・支援体制等)の掲載などを行つていきます。

○ また、福祉施策との連携麺 高齢者に関する様々な嬌

…

介護関係

者への結核に関する啓発を行い、最調書歌期日入 早期発見への注意喚起を行つてい

きます。

○ 結核|よ 感染症であるため、誤つた知識や偏見などによる差別や人権侵害が起きる

可能性があります。

そのため、都は、結核に関する正確な情報を、理解L/Qすい形で提供するととも

に、患者が安ibして治療に専念できるように、人権に配慮した対策の充実を進めて

いきます。
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イ ガ朝移煤誘勃物
'廃

築酔 ノ

≪主な取組≫

o広 域的、総合的な行動計画の策定

〇 近隣自治段 の自治時 の推進

(1)区市 町村との一体的取組

○ 都市部で|よ 住居地と就葉地k学校の所在地のF85など、人展は、区市町村や保健所

の管轄区域を越えた移動を日常白釧こ繰り返しています。そして、店舎献 教室t電車や

バスの中など、気密性の高い空間で、人々珈 する機会も数多<あります。

このた臥 結核|よ 短期間で、自治体の境界を越え、伝播されていき、感染拡大防

止に向けた対策を一層困難なものにしています (*)。

*集団感染事例について

既に述べました本年 月に都内の学習塾を中心に発生した集団mで は、感染者の所在は、

4区7市 (うち都外2言うに及んでいます(2005年10月 末日現わ。

○ 結核対策を効勲 釧こ進めるためには、区市町村の枠を超えた一体的対策が必要です。

感染発生B寺はもちろん、対策上必要な目標の設定k施策の立案 。実施 t評価のすべ

ての過程で、情報の共有化や対策の一体化が求められています。

特に、現代型・都市型結核の特徴としてか 驚した外国人、住所不定者対策あるいは

集団感染時の対応などは、単独の自治体で解決することは困難であり、都と関係する

区市町村が連携して、総合的に対応することが効果的です。

○ そのため、都|よ l■e―JTの設置主体である各特別区との連携を図り、広域的な結核

対策のための更なる連携関係を推進していきます。

また、予防接種や定期検診の実施主体である各市町村と都が設置するl■e~JTとの協

力関係を構築し 総合的な結核対策に取り組んでいきます。

○ 者剛よ 特別区 市町村との一体的取組を円滑に進めるためのコーデイネートを行い、

都の金域を対象とした結核対策に関する共通目標の設定や広域白快総含的な対応に関

するルールを明確イヒするため、都 (保健所を含む)と特別区t市町村の連携による行

動計画の策定を検討していきます。
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(2)結核根絶に向けた自治体連携

○ そ硼也 都道府県の境界を越えた自)日本の連携による結核対策も重要です。

現在、結核感染拡大のおそれがある場合に|よ 患者の居住地を管轄するl■e~JTから

憲者の日常生活の場である職場や学校等を所管する保健所へ、情報提供が行われると

ともに、接触者調査を行うための要請がなされるなど、実務レベルでの連携関係は構

築されていますが、今後はさらにこうした関係を発展させてい<ことが必要です。

○ 都|よ 結核を含めた感染症のまん延防止を実行的に確保する観点から、埼玉県・千

葉県・神奈川県 。さいたま市・千葉市・横浜市・川1崎市と連携 。共働して、八都県市

感染症対策連絡会議を設置しており、自治体連携による対策を推進しています。

○ 今後とも、結核根絶に向けた自治体連携を積極的に進めていきます。
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σ 務協″凛議老確ほ死       て の

≪主な取組≫

○ 半世紀ぶりの結核予防法の大改正への対応

○ 結核予防法の廃止・感染症法への統合に向けた国の動向に対して

(1)半世紀ぶりの結核予防法の大改正への対応

○ 本年4月から、改正結核予防法 (*)力流行されました。

その主要な改正点として|よ 以下のとおりです。

① 結核の予防・早期発見のための対策の充実強化
・ 定期健康診断・定期外健康診断の対象者、方法等の見直し
。 ツベルクリン反応検査の廃止・直接BCG接種の実施

② 直圏羅瓢臨績 法 (DOTS)唯
③ 国及び地方公共団体等の責務規定の整備

④ 国及び都道府県の糸舗劾擦 に係る計画の策定

⑤ 結核診査協議会の見直t/

*結核予防法(昭和26“月31日法律第96号 )、 改正法(平成16年12月 1日法律第150号)

○ これらの改正は、最新の医学的知見に基づ<ものやこれまで不明確であつた国や

自治体の責務を明確にするものであり、者剛鰤 白旬に文」応していき表す。

しかし 現代型・都市型結核を克服するために、施策を推進する都の立場からは、

今回の法改正|よ 必ずしも十分なものではありませんでυL

O 例え|よ 結核予防法は、医療費を公費で行政が負担する場合に前提要件となる入

所命令の対象を、同居者のある者に限定していますが、一人暮らしの人々が数多く

暮らす大都市の生活実態を考えるなら|よ 学校や職場など社会生活の中での接触も

重要な課題です。

○ こうした観点から、都は、全国の自治体と連携しながら、現行の結核予防法及び

それを具体化する制度を 結核の実態を踏まえたものへと改めるよう、国に強<働

きかけています (*)。

特に、感染の危険性に着目し また、迅速な対応を可能とするよう確固たる仕組

みを構築し 結核対策を強力に推進することが重要です。
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*地方自治体の結核予防法の改正に関する島折の要望活動について

① 脚 : 平りほ7年5月 23日

「結核対策を後退させる国の新たな方針の即刻撤回について」

② 全国知事会 :平成17年7月 13日

「平成18年度 国の施策並びに予算に関する提案。要勤

③ 特別区長会 :平成17年7月 26日

「結核予防法取扱基準の変更に対する要望」 など

(2)結核予防法の廃止口感染症法への統合に向けた国の動向に対して

○ こうした経緯を踏まえ、国は、本年11月現在、生物テロ対策 (多剤耐性結核菌
を含む病原体の所持・保有を規制)のための感染症法 (*)の改正を契機に、結核
予防法を廃止臥 同法に統合する方針を示しています。

*正式には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関ける法律」(平成10年10月 2日

法律第114号)。

○ 都は、大都市における結核対策の充実を図る観点から、国の動向を見極めるとと

もに、制度の見直しに際しては、事前に事務を執行する全国の自治体その他関係者

等の意見を踏まえること、国民、自治体その他関係者に対して、見直しの趣旨、内

容、影響等に関する十分な説明責任を果すことを、ヨ|き続き、国に求めていきます。
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Ⅳ 現代型,都市型結核の克服に向けて

【目標3】

ォ 5つの翻階羞割畷勁チ江力1こよ久 2θ γθ卒l平成22」ワ|こお
=す
るス

″ 巧 入些緒グの結″笏解辱、′θθθ卒評喪 750のθ26ψ lら、27以下

へと引皆爾お ことを目標としま九

○ 我が国で|よ 過去半世細こわたり、結核克服に向けた国民的取組を進め、日覚ましい

成果をあげてきました。

しかし その後も結核を根絶するには至らず、21世紀初頭の現在t現代型・都市型

結核として新たな形で結核は発現しています。

○ 今後 さらに結核克月日こ向けた取組を進めてい<ために|よ 結核に対する正確な矢口識

を普及させること、住民 〔ユ 宅象 区市町村、医療機関等の関係者がヽそれぞれの役割

を認識臥 責務を果たすことが改めて求められます。

○ 都は、広域自治体として、区市町村の活動をコーディネートするとともに、国に対す

る提案要求活動や近隣自治体・全国の大都市との連絡調整など連携体制の構築 。発展を

進めながらtこの計画に即して、現代型・都市型結核の克服に向けた対策に取り組んで

いきます。
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<参考>

東京都感染症予防医療対策審議会の審議経過

○ 平成17年 1月 19日

東京都知事が、東京都感染症予防医療対策審議会にt「『東京都結核予防計画』策定に

向けた基本的な考え方について」を諮問。

○ 同 日

東京都感染症予防医療対策審議会が、結核予防部会を設置。

第1回結核予防部会開催。

○ 平成17年5月 19日

第2回結核予防部会開催。

○ 平成17年 7月 11日

第3回結核予防部会開催。

東京都感染症予防医療対策審議会開催、東京都知事に対して答申。



参考資料 2

長野県の感染症の予防のための施策の実施に関する計画

平成 H年長野県告示第 500号

平成 H年 9月 2日
一部改正 平成 16午 6月 10日

一部改正 平成 18年 9月 19日

一部改正 平成 20年 1月 10日

はじめに

感染症を取 り巻く状況は、医学 。医療の進歩t公衆衛生水準の向上、国際交流の活発化等により

著しく変化し、また、特に近年においては、エボラ出血熱やエイズ等の新興感染症、結核やマラリ

ア等の再興感染症の出現が注目されている。その一方で、感染症関係施策においては、感染症の患

者等の人権を尊重し、積極的な情報の公表や厳格な手続の保障等を行 う透明で公正な行政について

も、新しい時代の感染症対策の基本として求められている。

このような状況の変化に対応するため、旧伝染病予防法等に基づく感染症対策の枠組みを抜本的

に見直し、健康危機管理の観点からの迅速かつ的確な対応と人権尊重等の要請の両立を基本とする

感染症対策に転換する必要がある。

このため、国は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 (以下「法」とい

う。)を制定し、法に基づき「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」 (以下「基

本指針」とい う。)を策定した。

長野県 (以下 「県」という。)においては、基本指針を踏まえて、「長野県の感染症の予防のため

の施策の実施に関する計画」 (以下「予防計画」とい う。)を策定し、感染症の発生予防及び発生時

の適切な対応のための総合的な施策の推進を図るものとする。

なお、基本指針は、少なくとも.5年 ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは変更される

こととなっており、予防計画についても再検討を加え、必要があると認めるときは変更するものと

する。

第 1 感染症の予防の推進の基本的な方向

1 事前対応型行政の構築

感染症が発生してから防疫措置を講ずるだけでなく、感染症発生動向調査体制の整備をはじ

めとした、予防計画及び国が策定する特定感染症予防指針に基づく取組を通 じて、普段から感

染症の発生予防及びまん延防止に重点を置いた事前対応型の行政を構築する。

2 県民に対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策

感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報の収集及び分析の結果並びに感染症の予防

及び治療に必要な情報の県民への公表を積極的に進めつつ、県民個人個人における予防及び感

染症の患者等に対する良質かつ適切な医療の提供を通 じた早期治療の積み重ねによる社会全

体の予防の推進を図る。
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3 人権の尊重      ソ

(1)感染症の患者等を社会から切り離すといつた視点ではなく、感染症の予防と患者等の人権

―の尊重の両立を基本とする観点から、患者等の個人の意思や人権を尊重し、一人一人が安心

して社会生活を続けながら良質かつ適切な医療を受けられ、入院の措置が講 じられた場合に

は早期に社会復帰できるよう努める。

(2)感染症に関する個人情報の保護には十分に留意する。また、感染症に対する差別や偏見の

解消のため、報道機関に協力を求めることを含め、あらゆる機会を通 じて感染症に関する正

しい知識の普及啓発に努める。

4 健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応

感染症は、ひとたび発生して拡大すれば個人の健康のみならず社会全体に深刻な影響を及ぼ

すおそれがあることから、県民の健康を守るための迅速かつ的確な対応が求められる。そのた

め、感染症の発生状況の把握が不可欠であり、感染症の病原体の検査を含めた総合的な感染症

発生動向調査体制の確立に向けて、疫学的視点を重視しつつ、県等 (県及び県内の保健所を設

置する市をいう。以下同じ。)は、国、市町村及び医師会等医療関係団体等と連携 して体制を

整備するとともに、予防計画に基づき、また健康危機管理の段階に応 じた行動計画等策定及び

その周知を通 じ、健康危機管理体制を構築する。

5 県等、保健所及び環境保全研究所の果たすべき役割

(1)県等は、国、市町村及び医師会等医療関係団体等と相互に連携 し、感染症の発生予防及び

まん延防止のための施策を講ずるとともに、正しい知識の普及、情報の収集及び分析並びに

公表、研究の推進、人材の育成及び資質の向上並びに確保、迅速かつ正確な検査体制や社会

福祉等の関連施策 との有機的な連携に配慮 した医療提供体制の整備等の感染症対策に必要

な基盤を整備する。この場合、感染症の発生予防及びまん延防止のための施策に関する国際

的動向を踏まえるとともに、感染症の患者等の人権を尊重する。

(2)保健所は地域における感染症対策の中核的機関として、また、環境保全研究所は感染症の

技術的かつ専門的な機関として、それぞれの役割を十分に果たすよう、これらの機能強化を

はじめとした対応を進める。

(3)県等は、複数の都道府県等 (都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。)

にわたる広域的な地域に感染症のまん延のおそれがあるときには、近隣の都道府県等やt人

及び物質の移動に関して関係の深い都道府県等と相互に協力しながら感染症対策を行 う。ま

た、このような場合に備え、国と連携を図りながらこれ らの都道府県等との協力体制につい

てあらかじめ協議するよう努める。

6 県民の果たすべき役害1

県民は、感染症に関する正 しい知識を持ち、その予防及びまん延防止に必要な注意を払 うよ

う努めなければならない。また、感染症の患者等について、偏見や差別をもつて患者等の人権

を損なわないようにしなければならない。

7 医師等の果たすべき役割

(1)医師その他の医療関係者は、県民の果たすべき役割に加え、医療関係者の立場で県の施策

に協力するとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深 く認識 し、患者等に対する適

切な説明を行い、その理解の下に迅速に良質かつ適切な医療を提供するよう努めなければな
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らない。

(2)病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の開設者又は管理者は、

施設における感染症の発生予防及びまん延防止のために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。

8 獣医師等の果たすべき役割

(1)獣医師その他の獣医療関係者は、県民の果たすべき役割に加え、獣医療関係者の立場で県

の施策に協力するとともに、感染症の予防に寄与するよう努めなければならない。

(2)動物等取扱業者は、県民の果たすべき役割に加え、自らが取り扱う動物及びその死体が感

染症を人に感染させることがないように、感染症の予防に関する知識及び技術の習得、動物

等の適切な管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2 感染症の発生予防のための施策

1 感染症発生動向調査体制の構築

(1)感染症に関する情報を収集及び分析し、県民や医師等医療関係者に対して感染症に関する

情報を公表する感染症発生動向調査は、感染症の予防のための施策の推進に当たり、基本的

な事項であるため、県等は、特に現場の医師等に対して、感染症発生動向調査の重要性につ

いての理角早を求め、医師会等を通じ、その協力を得ながら適切に進める。

(2)県等は、医師等が感染症の患者等を診断 した時の届出の義務について、適切に行わ

れるよう医師会等を通 じて周知を行い、病原体の提出を求めるとともに、最新の医学

的知見を踏まえながら、感染症発生動向調査の実施方法について必要に応 じて検討を

行 う。また、知事は、法第 14条 の規定により県内の医療機関の うち定期的に患者発

生数の届出を行 う医療機関を指定する。なお、指定に当たっては、医師会等の協力を

得て、感染症の発生の状況及び動向を的確に把握するために必要な医療機関数の確保

に努める。

(3)法第 13条の規定による届出を受けた知事等 (長野県知事及び県内の保健所を設置する市

長をいう。以下同じ。)は、当該届出に係る動物又はその死体が感染症を人に感染させるこ

とを防止するため、速やかに第 3の 2に定める積極的疫学調査の実施その他必要な措置を講

ずる。また、この場合においては保健所、環境保全研究所、家畜保健衛生所等が相互に連携

して対応する。

(4)二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の疑似症については、感染症の発生

予防及びまん延防止のための措置が迅速かつ適切に行われる必要があることから、法第 14

条に規定する指定届出機関からの届出について適切に行われるよう周知を行 う。

(5)感染症の病原体を迅速かつ正確に特定することは、患者等への良質かつ適切な医療の提供

のために不可欠であり、さらに、感染症の発生予防及びまん延防止のために極めて重要な意

義を有している。このため、環境保全研究所を中心として、病原体に関する情報を統一的に

収集及び分析し、その結果を公表する体制を構築する。

また、環境保全研究所は必要に応 じて医療機関等の協力を得なが ら、病原体の収集
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及び分析 を行 う。

(6)海外の感染症情報については、検疫所及び国立感染症研究所等と連携 して積極的に情報

収集を進め、県民や医師等医療関係者に情報を提供する。

2 結核に係る定期の健康診断

(1)高齢者、地域の実情に即した疫学的な解析により結核発病の危険が高いとされる住民層、

発病すると二次感染を起こしやすい職業に就労している者等定期の健康診断の実施が政策

上有効かつ合理的であると認められる者については、重点的な健康診断の実施が重要である

との認識の下、健康診断の受診率の向上を目指す。

(2)学校、社会福祉施設等その他従事者に対する健康診断が義務付けられている施設のみなら

ず、学習塾、幼稚園、保育所等の集団感染を防止する要請の高い事業所の従事者に対しても、

有症状時の早期受療の勧奨及び必要に応 じた定期の健康診断の実施等の施設内感染対策を

講ずるよう県等が周知を行う。また、精神科病院を始めとする病院、老人保健施設等の医学

的管理下にある施設に収容されている者に対しても、施設の管理者は必要に応 じた健康診断

を実施するよう努める。

(3)市町村は、定期の健康診断の対象者を定める際には、患者発見率 0.02パーセントから0.04

パーセン トを基準とするが、人口規模が小さく又は結核患者発生数が少なく、患者発見率が

その有効性の参酌基準として妥当性が低い場合等は、地域における結核 り患率等に応 じて、

定期の健康診断の対象者を定める。また、医療を受けていないじん肺患者等に対しては、結

核発症の危険性に関する普及啓発とともに、健康診断の受診の勧奨に努める。

(4)結核の高まん延地域を管轄する市町村は、その実情に即して当該地域において結核の発症

率が高い住民層 (住所不定者、職場での健康管理が十分とはいえない労働者、海外の高まん

延地域からの入国者等)に対する定期の健康診断その他の結核対策を総合的に講ずるよう努

める。

(5)外国人の結核患者の発生が多い地域における結核対策については、外国語で説明したパン

フレットを備えておく等の取組、市町村が特に必要と認める場合には、外国人に対する定期

の健康診断の体制への配慮、外国籍県民に対しては、一般の保健施策が提供されにくい場合、

関係機関の協力のもと保健所は結核予防対策の提供に努めるものとする。なお、これらの対

策を行 う際には人権の保護に十分配慮 しなければならない。

(6)健康診断の手法として、寝たきりや胸郭の変形等の事情によつて胸部エックス線検査によ

る診断が困難な場合、過去の結核病巣の存在により現時点での結核の活動性評価が困難な場

合等においては、積極的に喀痰 (特 に塗抹検査陽性の有無の精査)を活用するよう努める。

3 食品保健対策及び環境衛生対策との連携

(1)食品保健対策との連携

飲食に起因する食品媒介感染症の発生予防に当たっては、食品の検査及び監視を要する業

種や給食施設への発生予防指導については他の食中毒対策 と併せて食品保健部門が主体とな

り、二次感染によるまん延防止等の情報の公表や指導については感染症対策部門が主体とな

りt連携して対策に当たる。

(2)環境衛生対策との連携
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ア 水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介する感染症の発生予防のため、感染症を媒介す

るねずみ族及び昆虫等 (以下 「感染症媒介昆虫等」という。)の駆除並びに防鼠及び防虫

に努めることの必要性等の正しい知識の普及、蚊を解する感染症が流行 している海外の地

域等に関する情報の提供、カラス等の死亡鳥類の調査、関係業種への指導等について、感

染症対策部門と環境対策部門が連携を図り対策に当たる。

イ 日常の感染症媒介昆虫等の駆除並びに防鼠及び防虫は、地域の実情に応じて、市町村が

各々の判断で適切に実施する。また、駆除に当たっては、過剰な消毒及び駆除とならない

よう配慮する。

4 予防接種

予防接種は、感染症の予防対策の中で重要なものであり、フクチンの有効性及び安全性を十

分に確認しながら、ワクチンに関する正しい知識の普及を進め、県民の理解を得つつ、適切に

推進する。
‐

また、市町村は医師会等と十分な連携を図り、個別接種の推進を図るとともに、対象者が安

心して接種が受けられるよう体制を整備する。

さらに、県及び市町村は、予防接種を受けられる場所、機関等についての情報を県民に積極

的に提供する。

5 市町村及び医師会等医療関係団体等との連携

県等は、市町村及び医師会等医療関係団体等と、感染症発生動向調査をはじめとする感染症

に関する情報交換を行うことにより、感染症の発生の動向を早期かつ的確に把握し、発生予防

に努める。

第3 感染症のまん延の防止のための施策

1 対人措置及び対物措置を講ずる際の留意点

(1)知事等は、対人措置を講ずるに当たつて、患者等に感染症の発生及びまん延に関する情報

を提供し、理解と協力を求めながら行 うことを基本 とし、人権の尊重の観点から必要最小限

のものとするとともに、審査請求に係る教示等の手続及び法第 20条第 6項の規定による意

見の陳述の機会の付与を厳正に行 う。

(2)知事等が行 う健康診断の勧告等は、病原体の感染経路及びその他の事情を十分に考慮 した

上で、当該感染症にかかっていると疑 うに足 りる理由のある者を対象とする。

また、健康診断の勧告等以外にも知事等が情報の公表を的確に行 うことにより、県民が自

発的に健康診断を受けるよう勧奨する。

(3)就業制限は、その対象者の自覚に基づいて自発的に行われることが基本であり、県等は、

対象者及び関係者に対し制限の必要性について十分な説明を行 う。

(4)入院の勧告等による入院においては、医師から患者等に対する十分な説明と同意に基づい

た医療の提供が基本である。県等は、医療機関と連携 し、入院後も法第 24条の 2の規定に

よる処遇についての知事等に対する苦情の申出や、必要に応 じて説明及びカウンセ リング

(相談)を通 じ、患者等の精神的不安の軽減が図られるよう努める。

知事等が、入院の勧告を行 う際には、患者等に対して、入院の理由、退院請求、審査請求

に関することなど、入院の勧告の通知に記載する事項を含め十分な説明を行 う。また、入院
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勧告等を実施 した場合は、県等は、講じた措置の内容、提供された医療の内容及び患者の病

状等について、患者ごとに記録票を作成する。

(5)入院勧告等により入院 している患者等から退院請求があった場合は、知事等は当該患者が

病原体を保有しているかどうかの確認を速やかに行 う。

(6)患者等に対する行動制限を伴 う措置は、必要最小限のものとし、知事等は、措置を講ずる

に当たつて、患者等の人権に十分尊重する。 ・

(7)感染症診査協議会を保健所に設置し、感染症のまん延防止の観点から、感染症に関する専

門的な判断をするとともに、患者等への医療及び人権の尊重についても審議する。

(8)消毒、ねずみ族及び昆虫等の駆除、物件に対する措置、建物への立入制限又は封鎖、交通

の制限及び遮断等の措置を講ずるに当たつては、知事等及び知事の指示を受けた市町村長は、

可能な限 り関係者の理解を得ながら実施する。また、これらの措置は、必要最小限のものと

する。

2 積極的疫学調査

一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者が発生、又は発生した疑いがあ

る場合、五類感染症の発生の状況に異常が認められる場合、国内で発生していない感染症であ

つて国外でまん延しているものが発生するおそれがある場合、動物が人に感染させるおそれが

ある感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合、その他、知事等が必要と認める場合に

的確に判断 して積極的疫学調査を行 う。調査の実施に当たつてはt保健所、環境保全研究所、

家畜保健衛生所等と密接な連携を図り、地域における流行状況の把握並びに感染源及び感染経

路の究明を迅速に進める。

3 新感染症の発生時の対応

新感染症は、感染力やり患した場合の重篤性が極めて高く、病原体が不明であるという特徴

を有するものであり、県等は、新感染症の疑いのある患者等を診断した医師等から届出を受け

た場合は、速やかに国に通報し、入院、医療の提供その他の対応について技術的援助及び助言

を受ける。

4 食品保健対策及び環境衛生対策との連携

(1)食品保健対策との連携

ア 食品媒介感染症が疑われる疾患が発生した場合には、感染症対策部門は患者に関する情

報を収集するととともに、食品保健部門と連携 して病原体の検査等を行 う。

イ 病原体、原因食品、感染経路等が判明した場合には、食品保健部門は一次感染を予防す

るため、原因物質に汚染された食品等の販売禁止、営業停止等の行政処分を行 うとともに、

感染症対策部門は、必要に応 じ、消毒等を行 う。

ウ ニ次感染による感染症のまん延防止については、感染症対策部門が感染症に関する情報

の公表のほか必要な措置を講 じ、その防止に当たる。

(2)環境衛生対策との連携

水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介した感染症のまん延防止については、感染症対策

部門と環境衛生部門は、相互に連携を図り対策に当たる。
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第4 感染症に係る医療を提供する体制の確保

1 感染症指定医療機関における患者に対する医療提供

(1)第一種及び第二種感染症指定医療機関

患者に対しては、感染症のまん延防止のための措置を講 じた上で、できる限 り感染症以外

の患者 と同様の療養環境において医療を提供する。また、通信の自由が実効的に担保される

よう必要な措置を講ずるとともに、患者や家族がいたずらに不安に陥らないように、患者の

心身の状況を踏まえつつ十分な説明及びカウンセリング(相談)を行 う。

(2)結核指定医療機関

患者に薬物療法を含めた治療の必要性について十分に説明し、理解及び同意を得て治療を

や子う。

2 第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関の指定

(1)第一種感染症指定医療機関

知事は、主として、一類感染症の患者の入院を担当し、併せて二類感染症の患者の入院を

担当する医療機関として、総合的な診療機能を有し、厚生労働大臣の定める基準に適合する

ものについて、開設者の同意を得て、県内に 1か所指定する。病床は 2床 とする。

(2)第二種感染症指定医療機関

知事は、二類感染症の患者の入院を担当する医療機関として、総合的な診療機能を有し、

厚生労働大臣の定める基準に適合するものについて、開設者の同意を得て、第 2次保健医療

圏ごとに原則として 1か所指定する。

なお、指定病床数は、当該第 2次保健医療圏の人口規模に応じ、国が定める基準により、

佐久医療圏4床、上小医療圏4床、諏訪医療圏 4床、上伊那医療圏4床、飯伊医療圏 4床、

木曽医療圏4床、松本医療圏 6床、大北医療圏 4床、長野医療圏 6床、北信医療圏4床 とす

る。

(3)結核指定医療機関

知事は、結核患者に対する適正な医療を担当する医療機関として、病院等のうち、厚生労

働大臣の定める基準に適合するものについて、開設者の同意を得て指定する。

(4)第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関は、その機

能に応 じて、それぞれの役割を果たすとともに、県等、他の感染症指定医療機関及び国立国

際医療センター等と連携を図り業務に当たる。

3 感染症の患者の移送のための体制

(1)一類感染症及び新感染症の患者等の移送は、国の協力を得て、県が迅速かつ適切に行 う。
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(2)三類感染症の患者が発生し、知事等が入院の勧告等を行つたときは、保健所長が当該患者

を第二種感染症指定医療機関に移送する。

なお、患者の移送に当たつては、医師と相談の上、迅速かつ適切に行 う。

(3)一類感染症又は二類感染症が集団発生 した場合や新型インフルエンザの汎流行時の患者

の移送は、民間事業者等の理解と協力を得て、感染症の情報を提供しつつ、まん延防止に考

慮して行 う。

(4)消防機関が移送 した傷病者が、届出を必要とする感染症患者等であつた場合には、医療機

関から消防機関に対して、当該感染症等に関し適切な情報等を提供する。    .

4 感染症指定医療機関以外における医療体制の整備

一類感染症又は二類感染症が集団発生した場合や新型インフルエンザの汎流行時には、一

般の医療機関に緊急避難的にこれらの患者が入院することがあるため、必要な対応について

あらかじめ検討する。

5 医薬品の備蓄

新型インフルエンザ等の感染症の汎流行時に、地域におけるその治療に必要な医薬品の供

給及び流通を的確に行 うため、医薬品の備蓄を行 う。

6 その他感染症に係る医療の提供のための体制

(1)感染症患者等が最初に診察を受ける医療機関は、一般の医療機関であることが多い。また、

三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者においては、原則 として一般の医療機関にお

いて医療が提供されるものである。

(2)一類感染症、二類感染症等で、国内に病原体が常在しないものについて、国内で患者が発

生するおそれが高まる場合は、県は外来診療を担当する医療機関を選定し、保健所が当該医

療機関に感染が疑われる患者を誘導するなど初期診療体制を確立し、地域における医療提供

体制に混乱が生じないようにすることについて検討する。

(3)一般の医療機関においても、県等が公表 した感染症に関する情報について積極的に把握 し、

医療機関内におけるまん延防止のための必要な措置を講ずる。

7 医師会等医療機関団体等との連携

感染症の患者等に対して良質かつ適切な医療の提供が行われることが重要であるため、県等

は医師会等医療関係団体等と緊密な連携を図る。

第 5 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに感染症の病原体等の検査体制の整備

1 保健所及び環境保全研究所の役割

(1)感染症対策は、科学的な知見に基づいて推進されるべきものであることから、県等は、県

内の感染症の発生状況及び病原体等に関する情報等を的確に把握し、積極的に調査及び研究

並びに病原体等の検査を推進する。

(2)保健所は、環境保全研究所と連携を図 り、地域の感染症の発生状況に即した疫学的調査及

び病原体等に関する調査を行い、地域における感染症対策の中核的機関として、総合的な感
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染症の情報発信拠点としての役割を果たす。また、自らの検査能力の範囲において迅速かつ

的確な検査を実施するとともに、試験検査機能の充実に努める。

(3)環境保全研究所は、国立感染症研究所、他の都道府県等の地方衛生研究所等と連携を図り、

感染症及び病原体等に関する調査、研究、検査及び感染症及び病原体等に関する情報等の収

集、分析等の業務を行い、感染症及び病原体等の技術的かつ専門的な機関としての役割を果

たす。また、感染症の病原体等に関する検査について、その有する検査能力に応 じて迅速か

つ的確に実施 し、自らの試験検査機能の向上に努めるとともに、保健所をはじめとする地域

の検査機関の資質の向上と精度管理に向けて、積極的な情報の収集及び提供並びに技術的指

導を行 う。

2 関係各機関及び関係団体との連携

県等は、感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに病原体等の検査に当たっては、国

の研究機関をはじめ、医師会等医療関係団体等や民間検査機関等と連携を図 りながら進める。

第6 感染症の予防に関する人材の育成

1 現在、新興感染症、再興感染症などの多様な感染症対策に対応できる人材が求められている。県

及び市町村は、感染症に関する幅広い知識や研究成果を県民や医療現場に普及させる役割を担うこ

とができる人材の育成及び資質の向上並びに確保を行う。

2 県等及び感染症指定医療機関をはじめとした医療機関は、感染症に関する学会、国立保健医

療科学院、国立感染症研究所等で実施 される研修会に、職員等を積極的に派遣する。また、感

染症に関する知識を習得した者の活用を図る。

3 県等は、医師会等の協力を得て、保健所の職員及び感染症指定医療機関をはじめとした医療

機関の医師等を対象とした研修会を開催する。

4 医師会等の医療関係団体においては、会員等に対して感染症に関する情報提供及び研修を行

うことが重要である。

第 7 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重

1 感染症に関する啓発及び知識の普及

(1)県及び市町村は、予防についての正 しい知識の定着と患者等への差別や偏見の排除のため、

キャンペーンや各種研修会の実施、相談窓日の開設、パンフレットの配布等、必要な施策を

講ずる。

(2)県等は、市町村及び医師会等医療関係団体等と緊密な連携を図り、感染症に関し、常に最

新かつ正しい情報を共有することにより、啓発及び知識の普及に当たる。

2 個人の情報の流出防止の方策

県及び市町村は、患者に関する個人の情報の流出防止のため、医療機関を含む関係機関の職

員等に対し、研修等を通じて個人情報の保護に関する意識の高揚を図るとともに、適切な指導

を行 うなどその徹底を図る。
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3 患者等のプライバシーの保護

(1)患者等のプライバシーを保護するため、知事等は、医師が保健所長へ患者等に関する届出

を行つた場合には、原則として患者等へ当該届出の事実を通知するものとする。

(2)県等は、感染症予防とまん延防止のための県民や関係機関への情報提供に当たり、患者等

の個人の情報については必要最小限のものとし、患者等のプライバシーの保護に努める。

第 8

1

(1)

緊急時における施策

緊急時における感染症の発生予防及びまん延防止並びに医療の提供のための施策

一類感染症、二類感染症又は新感染症の患者の発生又はそのまん延のおそれが生じた場合は、

県は、当該感染症の患者が発生した場合の具体的な医療提供体制や移送の方法等について必要な

計画を定め、公表する。なお、重症急性呼吸器症候群 (病原体がコロナウイルス属SARSコ ロ

ナウイルスであるものに限る。)及び痘そうについては、別に定める行動計画等によるものとす

る。

県等は、感染症の患者の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために緊急の必要があると

認めるときには、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、当

該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を予防するために必要な措置を定め、医師その他の医

療関係者に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求め、迅速かつ的確な対策が講 じられる

ようにすることとする。

緊急時における国との連絡体制

知事等は、国への報告等を確実に行 うとともに、特に新感染症への対応を行 う場合その他

感染症への対応について緊急と認める場合は、国との緊密な連携を図る。

緊急時においては、県等は患者の発生状況 (患者と疑われる者に関する情報を含む。)等に

ついてできるだけ詳細な情報を国に提供することにより緊密な連携を図る。

緊急時における他の地方公共団体 との連絡体制

関係地方公共団体は緊密な連絡を保ち、感染症の発生状況、緊急度等を勘案 し必要に応

じて、相互に応援職員等の派遣を行 う。

複数の市町村にわたり感染症が発生した場合であって緊急を要するときは、県は、県内の

統一的な対応方針を提示するほか、市町村間の連絡調整を行 うなどの指導的役割を果たす。

県等は、複数の都道府県等にわたり感染症が発生した場合又はそのおそれがある場合には、

関係する都道府県等で構成する対策連絡協議会を設置するなどの連絡体制の強化に努める。

(2)

2

(1)

(2)

3

(1)

(2)

(3)

第9 その他感染症の予防の推進

1 後天性免疫不全症候群対策

後天性免疫不全症候群 (HIV/エイズ)については、「長野県エイズ対策促進事業実施要

領」及び「長野県HIV/エ イズ対策重点事業計画」等に基づき、正しい知識の普及啓発、保

健所等における検査及び相談体制の充実、医療提供体制の整備などの対策の推進を図る。
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2 施設内感染の防止

県等は、病院、診療所、老人福祉施設等において感染症が発生し、又はまん延しないよう、最新

の医学的知見等を踏まえた施設内感染に関する情報をこれらの施設の開設者又は管理者に適切に

提供する。また、これらの施設の開設者又は管理者にあっては、施設内感染の防止関する職員の意

識の高揚を図るための研修等必要な措置を講ずるとともに、普段から施設内の患者及び職員の健康

管理を進めることにより、感染症が早期に発見されるように努める。さらに、医療機関においては、

院内感染対策委員会等を中心に院内感染の防止に努めることが重要であり、実際に講じたこれらの

措置等に関する情報について、県等や他の施設等に提供することによりその共有化を図るよう努め

る。

また、県等は、施設内感染に関する情報や研究の成果を、医師会等医療関係団体等の協力を

得て、病院、診療所、老人福祉施設等の現場の関係者に普及する。

3 災害防疫

災害発生時の感染症の発生予防及びまん延防止の措置は、生活環境が悪化し、被災者の病原

体に対する抵抗力が低下するなどの悪条件の下に行われるものであるため、知事及び市町村長

は、「長野県地域防災計画」に基づき迅速かつ的確に措置を講じ、感染症の発生予防及びまん

延防止に努める。その際、保健所等を拠点として、迅速な医療機関の確保、防疫活動、保健活

動等を実施する。

4 動物由来感染症対策

(1)県等は、動物由来感染症に対する必要な措置が速やかに講 じられるよう、獣医師に対し、

感染症の届出の義務について周知するとともに、獣医師会等関係団体との連携を図り、県民
へ情報を提供する。

(2)ペ ッ ト等の動物を飼育す る者は、動物由来感染症に関する正 しい知識 を持ち、その

予防に必要な注意を払 うよう努める。

(3)県等は、積極的疫学調査の一環として動物由来感染症の病原体の動物における保有の状

況について、広く情報を収集するため、保健所、環境保全研究所、家畜保健衛生所等と連携

を図りながら調査に必要な体制を構築する。

(4)動物由来感染症の予防及びまん延防止の対策は、媒介動物対策や動物取扱業者等への指導、

獣医師との連携等が必要であることから、感染症対策部門は、ペット等の動物に関する施策

を担当する部門と適切に連携を図りながら対策を講 じる。

5 外国人に対する適用

法は、国内に居住し、又は滞在する外国人についても同様に適用されるため、保健所等の窓

口に感染症対策の外国語パンフレットを備えるなどの取組をする。
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第 1章 結核対策推進計画 の基本 的な考 え方

第 1 推進計画の趣旨

我が国の結核指標は、昭和 40年代まで急速に改善 してきましたが、現在でも26, 384
人 (平成 18年)も の患者が新規に登録されてお り、罹患率も昭和 60年以降、減少傾向にあ

るものの、日立った改善はみ られてお りません。そのため、国は平成 11年に 「結核緊急事態

宣言」を行い、国民や関係団体に対 し結核対策への取 り組みの強化を促 しました。また、最近

では、多剤耐性結核の出現、医療機関や福祉施設等での集団感染事例の増加、高齢者における

患者の増加、在 日外国人やいわゆる社会的弱者の問題など、結核対策において緊急に対応を図

らなければならない課題が出てきました。

こうしたなか、平成 14年 3月 には、厚生科学審議会感染症分科会結核部会から「結核対策

の包括的見直 しに関する提言」が報告 され、我が国の結核対策の基本的な考え方を、集団的で

画一的な施策から個別的で集中的な施策へと変更し、質的に改善を図るよう提言 されたことに

伴い、結核予防法の一部が平成 ■6年 6月 に改正され、平成 17年 4月 1日 から施行されまし

た。その後、厚生科学審議会感染症分科会並びに国会における十分な議論を踏まえ、平成 18
年 12月 8日 に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する

法律 (法律第 106号 )が成立 しました。この法律の施行により結核予防法が廃止され、感染

症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下「感染症法」という。)及び予防接

種法に統合 され、平成 19年 4月 1日 から感染症法下の結核対策が施行 されることとなりまし

た。

国における具体的な結核予防対策については、平成 16年 10月 18日 に結核予防法に基づ

く「結核の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」 (以 下、「基本的な指針」とい う。)

が策定されましたが、結核予防法の感染症法への統合に伴いこの基本的な指針が廃止 され、平

成 19年 3月 30日 には感染症法に基づく「結核に関する特定感染症予防指針」 (以下、「予防

指針」とい う。)が策定されているところです。

一方、島根県では、近年、結核患者は漸減傾向にあるものの、高齢化が進むなかで新規登録

者の うち 70歳以上の占める割合が年々増加するとともに、定期の健康診断 (現感染症法第 5

3条の 2の規定に基づく定期の健康診断 (以下、「定期の健康診断」とい う。))の受診率が年々

低下傾向にあり、結核患者が増加に転 じる危惧がありました。

そこで「結核緊急事態宣言」を受け、平成 12年度に「島根県結核対策行動指針」を策定し、

結核対策に対する行動 目標を明確にするとともに、日標達成のために取 り組むべき結核対策の

方向性を具体的に示 しま した。そして、毎年度、保健所単位で活動の評価検討を行いながら、

地域課題に即 した結核対策を推進することで、一定の成果を上げてきました。

その後、平成 17年の一部改正施行後の結核予防法では、国の基本的な指針に即 して、結核

予防のための施策実施に関する都道府県結核予防計画を定めることとされましたが、この規定

に基づき平成 17年 10月 に 「島根県結核予防計画」を策定しました。この「島根県結核予防

計画」は、平成 16年度までの「島根県結核対策行動指針」を踏まえ、この行動指針 と連動さ

せた計画 とするとともに、具体的な行動内容についても盛 り込んでいます。

現在、島根県における結核対策は、「島根県結核予防計画」の計画期間中にあ り、この予防計

画に基づき実施 しています。結核予防法の廃上に伴いこの予防計画の策定根拠が失効 しました

が、結核が主要な感染症である現実を踏まえ結核対策の一層の充実を図る必要性があることか

ら、この予防計画を感染症法に沿つた内容 となるよう規定を見直 した うえで、感染症法第 10
条の規定に基づき策定 した「島根県感染症予防計画」の下、この計画における結核対策を補完

する具体的な県の行動計画として位置づけるものとし、名称を「島根県結核対策推進計画」と

して引き続き対策を実施するものとします。
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第 2 推進計画の期間

この推進計画の期間は、平成 17年に策定 した「島根県結核予防計画」を踏まえ、引き続き

平成 17年度か ら平成 21年度までの 5年間とします。必要に応 じて進捗状況等についての評

価や見直 しを行 うなど、弾力的な運用を図るものとします。

第 3 基本方針

この推進計画では、「島根県結核予防計画」を踏まえ、引き続き 10の基本方針を設定 します。

1 感染症法第 17条の規定に基づ く結核に係 る健康診断 (以下、「接触者健康診断」とい う。)

の徹底

2 早期発見の推進

3 適正医療の普及

4 患者管理の徹底

5 院内感染・施設内感染対策

6 定期の健康診断・予防接種

7 関係機関等 との連携

8 結核発生動向調査の精度向上

9 人材の育成

10 人権の尊重
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第 2章 島根県における結核の現状 と課題

第 1 結核患者の状況

本推進計画の「第 1 結核患者の状況」では、「島根県結核予防計画」で用いた平成 15年現

在の指標値を現況として採用しました。併せて本推進計画策定にあたり直近の指標値 (平成 1

8年)を併記することにより指標値の推移を確認できるようにしています。

1 結核死亡率について

島根県は、多少の変動はあるものの高齢者人口の比率が全国で最も高いにもかかわらず、

結核死亡率は全国とほぼ同様の傾向を示しています。

平成 15年 平成 18年

全 国 1.9

島 根 2.0 (404L) 2.0(37位 )
※出典 :人 口動態統計 (概数)厚生労働省

結核死亡率
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2 結核罹患率について

新規登録結核患者の罹患率は、平成 7年以降、全国平均よ

国の基本指針では、平成 22年の目標を罹患率 18以下と

り低く、漸減傾向にあります。

しています。

新 登 録 新菌陽性肺結核

平成 15年 平成 18年 平成 15年 平成 18年

全 国 24.8 20.6 全 国 13.6 16.3

島根 19.9(19位 ) 17.5(30位 ) 島根 10.5(16位 ) H.3(19位 )

新 登 録 患 者 罹 患 率

０・。
∞
∞
０・。
¨
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新 登 録 菌 陽 性 肺 結 核 罹 患 率

平 成 10 平 成 11

3 結核登録率について

年末硯在の結核患者登録率は、全国平均 とほぼ同様の傾向で、漸減傾向にあります。

平成 15年 平成 18年

全 国 60.5 51.4

島根 43.4 43.2

4 結核有病率について

年末現在の活動性全結核患者有病率も、全国平均より常に低 く、漸減傾向にあります。

平成 15年 平成 18年

全国 23.3 17.2

島根 13.5(5位 ) 10.0 (4小虻)

年 末 現 在 活 動 性 全 結 核 有 病 率

年末現在結核患者登録率
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平成 7年までは国勢調査時ごと、それ以降は毎年で表示*各 グラフにおいて、
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5 新登録者の年次別・年齢階級別推移について

新登録者の うち高齢者の占める割合が年々高くなつてお り、高齢者に対する結核対策が重

要 となっています。とりわけ新登録者の うち 70歳以上の人が占める割合が、平成 15年は

57.3%(新 登録者 150人 中)か ら、平成 18年には 73.6%(新 登録者 129人 中)

となるなど、その割合が急速に拡大 しています。

一方、平成 17年以降は減少に転 じたものの、新登録者の うち20代の害1合 も増加傾向に

あり、若年者の感染対策も必要です。

新登録患者の年次別。年齢階級別推移

平成8年

平成10年

平成12年

平成14年

平成16年

平成18年

自20未満 目20-29口 30-39口 40-49□ 50-59口 60-69■ 70-

6 年末現在登録患者の年次別 。年齢階級別推移について

平成 15年末の登録者数は 327人 で 60歳以上が 68.5%を 、平成 18年末の登録者

数は 318人 で 68.8%を 占めています。 ここ数年、登録者の うち概ね 70%が 60歳以

上となって推移 しています。なかでも70歳以上の登録者の割合が半数以上を占めてお り、

年々、 70歳 以上の高齢者の占める割合が増加 しています。

年末現在登録者の年次別・年齢階級別推移

平成8年

平成10年

平成12年

平成14年

平成16年

平成18年

20未満 ■20-29口 30-39口 40-49口 50-59口 60-69■ 70-

7 保健所別罹患率等の比較

平成 18年における保健所ごとの罹患率・登録率 。有病率について比較すると、保健所間

格差がみられます。また、罹患率を年次別にみると、全国傾向と同様に島根県も漸減傾向に

ありますが、保健所別にみると増加傾向となっている地域もあります。そのため地域特性に

応 じた取 り組みが必要です。
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8 患者発見の遅れに関する指標

結核は感染症ですから早期発見・早期治療が大切です。患者発見の遅れには症状があつて

も受診 しない患者側の遅れ、及び、受診後の確定診断まで時間がかかる医師側の遅れがあり

ます。

(1)受診の遅れ (発病～初診まで 2ヵ 月以上の割合 )

症状が出現 してから医療機関受診までの期間が 2ヵ 月以上あった割合は、全国に比して

年々減少傾向にあります。平成 15年は上昇 しましたが、その後減少に転 じています。

今後も有症状者に対する早期受診勧奨が必要です。

平成 15年 平成 18年

全 国 18.81 19.37

島根 17.14 6.00

受診の遅れ (発病から初診まで2カ月以上)割合

10

5

0

平成 11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成 16年

％

２５

　

２。

　

１５

平成17年 平成18年
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(2)診断の遅れ (初診～登録まで lヵ 月以上の割合)

初診から確定診断までの期間が lヵ 月以上あった割合は、全国に比して、平成 14年、

平成 15年 と5～ 6ポイン ト低くなっていま したが、平成 18年 は全国並みとなりました。

引き続き診断のための技術向上が望まれます。

平成 15年 平成 18年

全 国 26 24.35

島根 20 25.93

診断の遅れ (初診から登録まで1カ 月以上)割合

％

　

４５

４０

３５

３０

２５

２０

１５

‐０

５

０

平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

(3)発見の遅れ (発病～登録まで3ヵ 月以上の割合)

発病から確定診断までの期間が3ヵ 月以上あった割合は全国より常に低く、年々、改善

されてきています。

平成 15年 平成 18年

全 国 20.98 20.66

島根 14.29 8.00

9 診断に関する指標

(1)新登録肺結核患者の菌陽性割合

菌所見 (塗抹検査及び培養等検査)を重視 した診断が行われている程度を示す指標です。

平成 12年以降、新規肺結核患者の 7割以上が菌陽性であり菌検査結果による診断が行わ

れていますが、平成 15年までの数年は下降傾向にありました。平成 16年以降は上昇に

転じています。

平成 15年 平成 18年

全 国 67.96 73.43

島根 75.96 87.37

発見の遅れ (発病から登録まで3ヵ月以上)割合
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新登録肺結核患者で菌陽性の割合
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(2)新登録肺結核患者の喀痰塗抹陽性割合

感染の危険が高い患者の発生程度を示す指標です。平成 15年以降 50%を超えた状態が

続いています。重症化しない段階での早期発見のための啓発が必要です。

平成 15年 平成 18年

全 国 46.54 50.31

島根 32.69 62.11

新登録肺結核患者で喀痰塗抹陽性の割合

%
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/ ○患者登録 :医師の届出に基づき保健所において患者登録 し、原則完治するまで患者管理 します

| ○新登録患者数 :1年間に新たに結核患者 として登録 された人の数

| 〇年末現在登録患者数 :当 年の年末時点で登録 されている結核患者数

| ○罹患率 (人 口10万対):新登録結核患者数÷人口 (当 年 10月 1日 推計人 口)× 10万

1 0登 録率 (人 口10万対):年末現在登録患者数十人 口 (当 年 10月 1日 推計人 口)× 10万

1 0有 病率 (人 口10万対):年末現在活動性結核患者数÷人口 (当 年 10月 1日 推計人 口)× 10万

1 0喀 痰塗抹検査 :痰 をガラス版に塗 りつけ染色 し、痰の中の結核菌を検出する方法

| ○薬剤耐性 :結核菌が結核治療薬に耐性を示すこと (⇔薬剤感受性 )

| ○コホー ト分析 :

'  
一定期間内に治療を開始した患者の集団を『 コホー ト』と言い、この患者集団の治療経過を追跡 し、

| その間の菌所見の変化やその他の出来事、たとえば脱落、死亡、転出などを観察 し、分析する方法 (治

1 療成績の結果評価 )
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10 治療に関する指標

(1)新登録喀痰塗抹陽性肺結核の初回治療で、PZAを 含む 4剤 を処方する割合

結核治療では、PZAを 含む4剤の治療が標準化学療法であり、これは初期強化療法の

普及の程度をみる指標です。平成 13年までは全国平均以上でしたが、平成 14年、平成

15年は全国を下回つています。平成 16年以降は全国平均以上に転じました。

平成 15年 平成 18年

全 国 59.
′
■ 62.48

島根 64.00

初回治療にPZAを含む4剤処方する割合

％
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６。
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１０

０

平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年

(2)年末活動性肺結核で、 INH,RFPを 含まない処方の割合

この指標も、標準療法の普及を示すものです。また、標準療法を使用できない多剤耐性

結核や薬剤の副作用等で使用できなぃ患者 もこの中に含まれます。島根県は割合が低いこ

とから標準療法が確実に行われていることが示 されています。

平成 15年 平成 18午

全 国 13.95 12.35

島根 6.67 12.28

(3)年末活動性肺結核で、 INH単 独処方の割合

この指標は不適切な投薬治療の割合を表 します。活動性結核に対 して INH単 独療法を

行 うことは、 INH耐 性結核を作 りやす くなるため推奨されていません。島根県では平成

14年以降、 O例 となってお り、この点からも適切な治療が行われていることが示 されて

います。

平成 15年 平成 18年

全 国 1.05 0.54

島根 0 0

INH・ RFPを含まない処方をする割合
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(4)平均全結核治療期間

これは年末に活動性 として登録 されている患者数を新登録数で除 して推計 し、単位を月

とするために 12を乗 じたものです。全国および島根県 とも減少傾向で治療期間は短縮 し

て、今では 12ヵ 月を切つています。特に、島根県は全国に比 し3～ 4ヵ 月短 くなってい

ます。

平成 15年 平成 18年

全国 11.27 10.00

島根 8.16 6.88

(5)喀痰塗抹陽性患者の初回治療コホー トにおける治療成功の害1合

喀痰塗抹陽性患者について、コホー ト法による下記の (7)の情報不明者を除いた初回

治療成績を示す指標です。平成 15年の治療成功割合をみると、全国 78.72%、 島根

県68.57%と なつています。平成 18年 も同様の状況です。

平成 15年 平成 18年

全 国 78. 72 77.17

島根 68.57 66.00

平均全結核治療期間
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喀痰塗抹陽性患者の初回治療コホートで治療成功割合
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(6)喀痰塗抹陽性患者の初回治療コホー トにおける治療失敗・脱落 。中断の割合

喀痰塗抹陽性患者について、コホー ト分析の結果、初回治療において治療失敗や脱落及

び中断 した割合を示す指標です。島根県は平成 14年まで良い成績でしたが、平成 15年
の治療失敗等の割合が 5,71と なっています。その後もよい成績となりましたが、平成

18年は 8.00と なり、全国平均を上回 りました。

国の予防指針における具体的な目標では、治療失敗・脱落率を5%以下としています。

平成 15年 平成 18年

全 国 7.25 5.45

島根 5.71 8.00

喀痰塗株陽性患者の初回治療コホートで治療失敗・脱落。中断割合
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(7)喀痰塗抹陽性患者の初回治療コホー ト対象者における情報不明割合

コホー ト法において治療経過に関する情報入力 (特に菌所見)が無い割合を示す指標です。

全国でも不明割合が減少していていますが、島根県では情報収集に務め平成 15年以降は

不明割合が 0%と なりました。

平成 15年 平成 18年

全 国 20.05 11.73

島根 0 0
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喀痰塗株陽性患者の初回治療コホート対象者て情報不明割合
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11 肺結核患者の入院期間

平均肺結核入院期間は、年末現在活動性肺結核患者で現在の受療状況が入院中の数を、新

登録肺結核患者で登録時の受療状況が入院中の数で除 して、単位を月にするため 12を乗 じ

たものです。全国および島根県とも短縮傾向にあり、平成 15年は、全国で4.82ヵ 月、

島根県で 2.48ヵ 月と3ヵ 月を切つてお り、全国に比して 2.34ヵ 月も短 くなっていま

す。一方、平成 16年からは微増に転 じています。

平成 15年 平成 18年

全 国 4.82 3.99

島根 2.48 2.77

肺結核患者の平均入院期間

(月 )
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12 患者情報管理

(1)新登録肺結核患者で培養等検査結果が未把握の割合

新登録時に肺結核患者であって培養検査結果が未把握の者の割合です。菌検査の必要性

及びその結果把握の重要性を認識 し、検査結果を確実に把握する必要があります。なお、

未把握には、検査中、検査未実施、不明を含み、統計上は圧倒的に検査中の者が多いとさ

れています。

島根県の平成 18年の状,メ堡健所調べ
)

保健所名 島根県 松 江 雲 南 出雲 県 央 浜 田 益 田 隠岐

対象者数 95 24 6 21 12 12 18 2

未把握者数 7 0 3 1 0 0 0

未把握害l合 7.4 0 50.0 4.8 0 0 16.7 0
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(2)年末総登録患者の病状不明の害1合

年末総登録者の うち、この 1年間に病状に関する情報が一度 も無い者の割合を示 した

ものです。全国では 16%～ 18%の 間でほぼ横ばいです。島根県は、ばらつきはあるも

のの全国より低く、登録患者の病状把握に務めるよう努力 しています。

平成 15年 平成 18年

全 国 16.76 15.01

島 根 1.22 5.97

第 2 定期の健康診断・予防接種

本推進計画 (仮称)の 「第2 定期の健康診断・予防接種」では、結核予防法の一部改正施

行後の平成 17年度現在の指標値を現況として採用しました。併せて本推進計画 (仮称)策定

にあたり直近の指標値 (平成 18年度)を併記することにより指標値の推移を確認できるよう

にしています。

定期の健康診断受診状況

(1)年次別・市郡別一般住民健診受診状況

結核予防法の一部改正に伴い、平成 17年度からはリスクに応 じた定期の健康診断を行

うために対象者の見直 しが図られました。市町村長が行 う定期の健康診断については、対

象年齢が 19歳以上からハイ リスクである 65歳以上に引き上げられ、毎年 1回実施する

こととなりました。そのため、高齢者等、市町村の定めた受診対象者に対 して定期の健康

診断の必要性について啓発を図ることで受診率向上を目指す必要があります。

なお、平成 16年度以前の一般住民健診の受診率は、市部に比 して郡部での受診率が高

くなっていましたが、どちらも減少傾向にありました。平成 17年度以降は市町村合併の

進展 と受診対象者の変更に伴い、受診率の分析を検討する必要があります。

(2)保健所別定期の健康診断受診状況 (一般住民健診 )

一般住民健康診断の受診率は保健所間で大きなばらつきがあるとともに、 2年間で大き

く低下している保健所もあります。そのため、地域の実情に即 した効果的な啓発により、

地域格差をなくし島根県の受診率を高める必要があります。

保健所名 島根県 松 江 雲南 出雲 県央 浜 田 益 田 隠岐

平成 17年度 89.8 82.7 96.9 76.4 131.6 62.2 100.8 110.8

平成 18年度 84.7 60.4 98.0 71.0 133.2 77.7 103. 7 95.9

※平成 20年度公衆衛生関係行政事務指導監査資料の算定方法に従い対象者数を算定

算定における受診者数は、市町村からの実報告数による

年末総登録患者の病状不明の割合
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保健所別定期の健康診断受診状況 (一般住民健診)
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保健所

2 乳児のBCG予 防接種の状況

予防接種 (BCG)は 結核予防法の二部改正により、平成 17年度からツベルクリン反応

を行わずに生後 6ヶ 月まで (状況によつては 1歳まで)の乳児への 1回接種 とな りました。

平成 17年度以降、 1歳時点の接種率は 90%以 上となっています。

なお、平成 19年度以降は予防接種法において対策が継承されています。

平成 17年度 平成 18年度

BCG接 種率 (生後 6月 時点) 88.0% 83.2%

BCG接 種率 (1歳時点) 93.9% 93.9%

※対象者数・被接種者数とも市町村報告数により算定

第 3 接触者健康診断

接触者健康診断は、各保健所で概ね良好に行われています。平成 17年・平成 18年の各保

健所の受診率は以下のとお りです。

平成 18年度以前は国通知の「結核定期外健康診断に関する処理基準」に基づき接触者健康

診断を実施 してきました。法改正に伴い平成 19年度以降は国通知の 「結核の接触者健康診断

の手引き」に基づいて実施する必要があ りますが、対象者選定については結核にかかつている

と疑 うに足 りる者 とし、この健康診断勧告者に対 しては全員が受診 されるよう指導することが

重要です。

保健所名 島根県 松 江 雲南 出雲 県 央 浜 田 益 田 隠岐

平成 17年 97.8 98.4 100.0 99.4 96.9 94.0 100.0 100.0

平成 18年 97.6 97.9 98.6 98.6 98.0 96.1 96.9 100.0

第4 結核病床

島根県内の結核病床を有する第二種感染症指定医療機関の病床数は次のとおりです:

なお、済生会江津総合病院の新築に合わせて、平成 19年 4月 に結核モデル病床 (一般病床)

4床が整備されました。

また、「島根県保健医療計画」に基づく結核病床の基準数は、島根県全域で 25床ですが、こ

れを上回る結核病床数が確保 されています。

結核病床を有する第二種感染症指定

医療機関名

既存病床数

(平成 19年末現在 )

独立行政法人国立病院機構松江病院 80床

益田赤十字病院 8床

合 計 88床
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〇結核モデル病床

「結核患者収容モデル事業実施要領」に基づき、結核患者の高齢化等に伴つて複雑化する、高度

な合併症を有する結核患者又は入院を要する精神障害者である結核患者に対して、医療上の必要性

から、一般病床又は精神病床において収容治療するためのより適切な基準を策定するためにモデル

事業として整備されるものです。モデル事業は、医療法第 7条第 2項第 1号 (一般病床)及び第 5号 (精

神病床)に おいて行われますが、整備されたモデル病床は結核患者の収容を行うことが可能となりま

=ナ

~。

○基準病床数

「医療法」第 30条の 4第 2項の規定に基づき、都道府県の区域ごとに結核の予防及び結核患者に

対する適正な医療の提供を図るため必要なものとして都道府県知事が定める数です。算定は、平成

17年 7月 19日 厚生労働省健康局結核感染症課長通知「医療計画における結核病床の甚準病床数の

算定について」により行います。この通知により、 1日 当たりの結核の入院患者数や退院までに要

する平均日数等を踏まえ算定した結果、島根県では、県全域で25床 となります。
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第 3章 結核対策の 目標 と取 り組み

島根県における結核対策は、罹患率の低下、治療期間の短縮、患者情報把握の改善などのか

たちで一定の成果を上げています。しかし、定期の健康診断受診率の低下、予防接種率の更な

る向上など、これからの対策を考える上で重要な課題も残されています。

結核対策の目標を設定するにあたり、大きな目標として平成 21年における結核罹患率を人

口10万人あたり15.0と します。この日標は、平成 17年現在の罹患率低下のペースとt

高齢化の進展を併せて考慮した目標ですが、これを達成するために、平成 12年度から取り組

んできた「島根県結核対策行動指針」の成果と、平成 17年に策定した「島根県結核予防計画」

の取り組みを踏まえ、結核対策の基本方針 (10本柱)について、それぞれの目標を設定しま

す 。

指 標
現状 目標

平成 15年 平成 18年 平成 21年

全結核罹患率 (人 口10万本社 19.9 1 7.  5 15. 0

第 1 接触者健康診断の徹底

1 背景

結核既感染者が減少 し、感受性者 (未感染者)が増えている中、結核集団感染や院内 (施

設内)感染の事例は依然 として発生しています。このような状況で、接触者健康診断は結核

感染源の特定や二次感染者の発見、感染拡大の防止などを行 うために重要性が増 しています。

このため、結核発生届を受理 した保健所は早急に患者や家族・関係者への調査を行い、接触

者に対する接触者健康診断の計画を立て、確実に実施する必要があります。

2 日標

(1)保健所は、接触者健康診断の受診率を100%と します。

ア 医師による結核発生届は診断後直ちに行 うこととされていますが、迅速な対応を取る

ために、届出期限遵守を励行 します。

イ 結核発生届受理後の初回対応について 2週間以内に 100%行 い、接触者健康診断の

対象者を適切に設定 します。

(2)結核感染の有無を診断できるインターフェロンγ測定法により、接触者の結核感染を的

確に把握 します。

3 達成指標

指標
現状 (保健所毎) 目標

平成 15年 平成 18年 平成 21年

接触者健康診断の受診率 84.2-100% 96.1-100°/O 100%

結核発生届受理後の 2週間以内の初回対応 98. 5% 100%

○イ ンターフェロンγ測定法 :

ツベル クリン反応検査は結核感染の有無を判定するために長年利用 されてきま した。しか し、日本のよ

うにBCG接 種率が高い地域においては、ツベルクリン反応検査の結果が結核菌感染によるものか、BC

G接種によるものか判断が難しい為、結核菌感染をより確実に判断する方法として開発されました。

鶴轟|■:亀

聯 ■

翻
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第 2 早期発見の推進

1 背景

結核を早期に診断 し、早期に適切な治療を行 うことは、患者の予後にとっても、感染拡大

防止の側面か らも非常に重要です。結核既感染者が減少 し、定期の健康診断が見直された中

で、咳や痰などの呼吸器症状が長く続いた場合には、結核も考えて医療機関を受診できるこ

とが大切です。また、医療機関では適切に結核を診断 し、治療につなげられることが重要で

す。

島根県では発見の遅れは少ない傾向にありますが、県民に対 して引き続き啓発を行 うとと

もに、医療機関に対 しても研修会などを通 じて情報提供を行 う必要があります。   .

2 目標

県全体で、発病から登録までの期間が 3ヶ 月以上の割合を 10%以 下とします。

ア 受診の遅れ (発病から医療機関初診までの期間が lヶ 月以上)を 10%以 下 とするた

め、県及び保健所は、市町村等 との連携を取 りながら、様々な機会を捉えて有症状者が

早期に受診するための知識の啓発を行います。

・結核予防週間 (9月 24日 から30日 )における啓発活動

・住民健康診断時の啓発

・老人保健福祉施設および学校等への学習会等での啓発

イ 診断の遅れ (初診から登録までの期間が lヶ 月以上)を 10%以 下とするため、県及

び保健所は、医師の診断技術を更に向上させるために、結核に関する情報を継続 して提

供 し、次のような研修会を開催 します。

・画像の読影力の向上、喀痰検査の普及等を目的 とした研修会

・感染症診査協議会結核部会、感染症診査協議会結核部会合同会議等を利用 した事例

検討会

ウ 発病から登録までの期間が 3ヶ 月を超えた症例が生じた場合は、保健所が実態調査を

行い、早期発見を促進するための資料 とします。

3 達成指標

指標
現状 目標

平成 15年 平成 18年 平成 21年

発病か ら登録 までの期間が 3ヶ 月以上の割合 14. 3% 8.0% 10%以下

第 3 適正医療の普及

1 背景

結核医療は近年めざましく発展 してお り、抗結核薬 4剤 を併用する標準化学療法が普及 し

て、治療期間も大幅に短縮 されました。島根県は全国でも治療期間が最も短い地域の一つと

なっています。今後も適切な医療を維持することで結核患者を確実に治癒させ、治療期間を

短縮 し、薬剤耐性結核菌の出現を防止することが必要です。

2 日標

県及び保健所は、医療機関と協力 しながら、標準化学療法の処方割合の向上を通 して、治

療機関の短縮を目指 します。

ア 新登録肺結核塗抹陽性患者初回治療時の標準化学療法 (PZAを 含む 4剤 )処方割合

を 70%以 上とします。

イ 肺結核患者の平均入院期間については 2.5ヶ 月以内を維持 します。

ウ 全結核患者の平均治療期間は 9ヶ 月以内を維持 します。
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3 達成指標

指標
現状 目標

平成 15年 平成 18年 平成 21年

初回治療時の標準化学療法処方割合 55.17% 64.00% 70%以上

肺結核患者の平均入院期間 2.48ヶ 月 2.77ヶ 月 2.5ヶ 月以内を維持

全結核患者の平均治療期間 8.16ヶ 月 6.88ヶ 月 9ヶ 月以内を維持

第 4 患者管理の徹底

1 背景

結核医療に携わる医療機関及び行政は、潜在性結核感染症を含む結核患者が適切な医療を

受けること、また 1日 も早く社会復帰できるよう指導援助すると共に、結核の再発を減 らす

ために患者の服薬管理を徹底することとします。また、患者の高齢化が進んでいるため、患

者の自己管理が困難なことや、結核以外の疾患の治療も必要な患者が増加 していることから、

患者の服薬が継続できる仕組み作 りが必要です。

結核を治療する最大の決め手は規則的な服薬であることから、県及び保健所は地域DOT
Sを推進 して患者の服薬状況確認を徹底 し、効果的な治療が行われるよう支援 します。

2 日標

(1)地域DOTSを 推進 し、患者の服薬管理を通 して治療を支援 します。

ア 患者の治療期間中における服薬状況を確認 し、治療終了まで継続 して確実な服薬が行

われるよう支援を行います。そのために医療機関と保健所の連携を強化 します。

イ 医療機関での入院患者に対する病院DOTSの 実施を推進 し、すべての患者に実施 さ

れるようにします。

ウ 保健所 と医療機関は、退院前のDOTSカ ンファレンスをすべての結核患者に実施 し、

患者の状況に合わせた地域DOTSが 実行できるようにします。

工 県及び保健所は、DOTSに 関する講習会等を開催 して、結核病棟を持たない結核指

定医療機関に対 しても地域DOTSに 協力を求めます。

(2)県全体でく新規登録喀痰塗抹陽性肺結核患者の初回治療成功割合を80%以 上とします。

また治療失敗、脱落割合を 5%以下 とします。

ア 保健所は、地域DOTSの 推進に加え、適正な医療が行われていることを確認するた

め、菌検査結果 (培養、薬剤耐性結果)等の情報収集を医療機関の協力を得て行います。

イ 病状不明者がないよう、治療終了後も保健師による訪間、電話連絡を行い、感染症法

第 53条の 13の規定に基づく精密検査などにより患者の状況を把握 します。

3 達成指標

指 標
現状 日標

平成 15年 平成 18年 平成 21年

入院患者に対する病院DOTSの 実施 100% 100%

退院前のDOTSカ ンファレンスの実施 100% 100%

新規登録喀痰塗抹陽性肺結核患者の初回治療成功割合 68.57% 66.00% 80%

新規登録喀痰塗抹陽性肺結核患者の治療失敗、脱落割合 5.71% 8.00% 5%以下

|:弩卜 糧蹴 聯%螺師 艇躍 卍霧 驚隻羅曇を機 蕊蒻 築驚墨駆
|

: てDOTSという呼称を用います。
              :ま って患者の服薬状況や退院後の生活環境等を考慮して、ど

 |
I DOTSカ ンファレンスとは、主治医や担当看護師、保健師等が集

1 のような服薬支援が必要かを検討する会議です。                                  リ
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第 5 院内感染・ 施設内感染対策
1 背景

近年、医療機関や施設における結核集団感染が全国的に増加 しています。院内 Ъ施設内で
結核患者の発生があった場合に、適切な対応が取られないと多数の感染者を生 じるなど多大
な影響を及ぼすおそれがあります。島根県ではこのところ集団感染事例は生 じていませんが、
多数の人が集まり長時間を過 ごす医療機関・施設において予防や早期発見について特に注意
し、日常の備えをしておくことが必要です。

2 目標

(1)県及び保健所は、医療機関・施設での二次感染を最小限にとどめるよう次の対策を行い

ます。

ア 職員の定期検診受診率を高めるよう、医療機関の立ち入 り検査の機会などを捉えて指
導します。

イ 職員採用時の健康診断の実施及び適切な情報管理を行 うよう指導 します。
ウ 院内・施設内感染対策委員会における結核対策を充実するよう指導 します。
工 施設において結核を含めた感染症対策の責任者を設置するよう指導 します。

(2)県及び保健所は、医療機関及び施設 と協力 して患者の早期発見対策を行います。
ア 施設入所者の定期の健康診断受診率を95%以 上 とします。受診の利便性向上のため

に島根県環境保健公社が導入 した、寝たきり者対応 レン トゲン車等を活用 します。
イ 施設入所者等で結核が疑われる場合に速やかに嘱託医や保健所に相談できるよう、連

携体制を構築します。

3 達成指標

指標
現 状 目標

平成 15年 平成 18年 平成 21年
施設入所者の定期の健康診断受診率 95.7% 95%以上

第 6 定期の健康診断・ 予防接種
1 背景

定期の健康診断は結核を発病 した患者を早い時期に発見するために重要です。 65歳以上
の高齢者や、ハイリスク・デインジャー層など対象者に対 して確実に健康診断を行 うことが

結核のまん延を防止する基本 となります。 しかし、島根県における現在の定期の健康診断受
診率は、地域差が見 られる状態です。

また、予防接種 (BCG)は 結核予防法の一部改正後、平成 17年度からツベルクリン反
応を行わずに生後 6ヶ 月まで (状況によつては 1歳まで)の 1回接種 とな りました。 BCG
接種は小児結核の重症化防止に有効であ り、接種率を高めること、また接種技術を高めるこ
とが重要です。

2 目標

(1)県は、定期の健康診断の実施主体と協力 して、定期の健康診断受診率の向上を図ります。
ア 市町村の実施する、 65歳以上を対象とした定期の健康診断受診率を80%以 上 とし

ます。

イ 職域の定期の健康診断では、結核健診対象者の定期の健康診断受診率を 95%以 上と
します。

ウ 定期の健康診断で要精密検査 となつた方の精密検査受診率を 100%と します。
(2)県は、市町村と協力 して、生後 6ヶ 月までのBCG接 種率を 90%以 上、 1歳時点で 9

5%以上とします。またBCG接 種技術の向上を図 ります。
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ア 市町村は、広報誌、出生届出時、 3ヶ 月検診時などの機会を提えて、BCG定 期接種

の趣旨の周知を図 ります。

イ 県及び保健所は、接種率の低い市町村に対 しては重点的に働きかけを行います。

ウ 県及び保健所は、医師会及び病院の医師、特にBCG接 種を行 う医師に対 して技術研

修会を定期的に行います。また針痕数調査を医師会及び市町村 と協力 して必要に応 じて

実施 し、接種技術の評価を行い、接種者に還元 してその技術向上を助けます。

工 保健所は、BCG接 種後に見 られたコッホ現象を確実に把握出来るよう市町村 と連携

し、報告があつた場合は結核感染源の調査につなげます。

第 7 関係機関 との連携

1 背景

結核患者の管理や接触者健康診断の確実な実施には、医療機関や学校、市町村等 との連携

が欠かせません。患者が発生 した後の対応だけにとどまらず、患者が発生する前の連携体制

の構築が必要です。

2 日標

(1)県及び保健所は、医師会 と協力 して結核に関する講習会等を開催 し、情報提供に努めま

す。

(2)保健所は、医療機関との間で、患者・接触者に関する情報交換を円滑に行い、結核対策

の強化を図 ります。

(3)保健所は、学校・教育機関との連携強化を図 ります。

ア 保健所は結核対策委員会に参加 し、学校における結核対策に協力 します。

イ 学校での結核発生があった場合は、保健所は学校・市町村・教育委員会・教育事務所

などと連携 し、十分に情報交換を行います。また、保健所は感染拡大防止、発病者の早

期発見、確実な治療の実施などで専門性を発揮 し、中心的な役割を担います。

(4)保健所は、市町村 との連携強化を図 ります。

ア 定期の健康診断の受診率の向上を図 ります。

イ BCG接 種率の向上、接種技術の向上に努めます。

(5)県及び保健所は、他都道府県および市町村 と連携 し、接触者健康診断の実施や患者の移

動に伴 う治療の継続などが確実に行われるよう努めます。

第 8 結核発生動向調査の精度向上

3 達成指標

指標
現 状 目標

平成 17年度 平成 18年度 平成 21年度

65歳以上を対象 とした定期の健康診断受診率 89. 8% 84. 7% 80%

職域の定期の健康診断受診率 95.4% 95.7% 95%
定期の健康診断で要精密検査となった方の精密検査受診率 68. 5% 100%

BCG接 種率
生後 6月 時点 88.0% 83.2% 90%
1歳時点 93. 9% 93. 9% 95%

※実績は、市町村並びに各対象機関からの報告に基づき各保建所が集計したもの
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。 1 背景

結核患者の情報を収集・分析することで、結核対策の立案・評価を行 うために、結核発生
動向調査は重要です。調査の精度を維持・向上させるためには十分な情報収集 と、結核発生
動向調査への適切な入力が必要です。島根県は現在のところ結核発生動向調査については、
病状不明割合 も低 く、全国的に見ても精度は良好 といえますが、今後もこの状態を維持 して
いく必要があ ります。

2 目標

(1)保健所は、結核発生動向調査について情報収集及び適切な入力に努めます。
ア 喀痰塗抹陽性患者の初回治療コホー ト対象者で情報不明割合は0%を維持 します。
イ 年末時点における登録患者の病状不明の割合を3%以下とします。

(2)県 は、発生動向調査担当者の研修を行い、入力の精度を維持 します。

3 達成指標

指標
現状 目標

平成 15年 平成 18年 平成 21年

喀痰塗抹陽性患者の初回治療コホート対象者で情報不明割合 0% 0% 0%
年末時点における登録患者の病状不明の割合 1.22% 5.97% 3%以下

第 9 人材の育成

1 背景

結核患者のほとんどが医療機関の受診で発見されている一方で、結核に関する知見を十分
に有する医師が少なくなっている現状を踏まえ、結核の早期の確実な診断のために、結核の

予防、治療に関わる人材の育成を行います。

2 日標

結核の予防、治療に関わる人材の育成を行います。
ア 専門機関等が開催する結核に関する研修会に保健所等の職員を積極的に派遣 します。
イ 結核に関する講習会等を開催 し、保健所等の職員に対する研修の充実を図ります。
ウ 医師会 と協力 して、医師に対する研修会等を行います。

第 10 人権の尊重

1 背景

結核の治療には、病状によって入院治療が必要になること、また治療終了まで長時間を要
することから、医療機関及び保健所は患者の人権を尊重 した対応をとる必要があります。結
核の予防および患者の人権の尊重を両立させるためには、全ての県民は患者の個人の意思や
人権を尊重し、一人一人が安心 して社会生活を続けながら良質かつ適切な医療を受けられる
ような環境の整備に努める必要があります。

2 目標

県は、患者の個人情報が十分保護 され、患者の自己決定を尊重 した医療が提供 されるなど、
患者の人権が尊重される社会を実現できるよう努めます。

ア 保健所は、患者情報の収集、利用にあたって個人情報の保護に努めます。
イ 県は、結核に関する情報を県民に公表すると共に、正 しい知識の普及啓発に努め、結

核に対する偏見や患者への差別の解消を図 ります。

ウ 県及び保健所は、医療機関に対 して、患者に充分な情報を提供 し、説明と同意に基づ
いた医療が行われるように求めます。
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工 県及び保健所は、結核対策の実施にあたつては関係法令等に従い、患者の人権を尊重

した対応 をとります。
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結核対策の目標一覧図

結核罹患率 19。 9→ 15。 0.(人口10万対)

接触者健康診断の徹底 早期発見の推進
接触者健診受診率 100%

2週間以内の患者対応 100%

> 対象者の確実な把握

□ 発見の遅れ 10%以下

□ 受診の遅れ 10%以 下

> 結核知識の啓発

□ 診断の遅れ 10%以下

> 医師に対する研修など情報提供
適正医療の普及

標準化学療法(4剤 )処方 70%以上

肺結核患者の平均入院期間 2.5ヶ 月

全結核患者の平均治療期間8ヶ 月

□

□

□
院内感染・施設内感染防止

二次感染防止対策の推進

> 職員の定期健診受診勧奨
> 職員採用時の健康診断実施

> 院内感染対策の充実

入院・入所者の結核早期診断

入所者の定期健診受診率 95%

> 患者発生時の連携体制構築

患者管理の徹底

□ 地域 DOTSの推進

国 入院中の DOTSの 実施 100%

□ 退院前DOTSカ ンファレンスの実施 100%

□ 新規登録喀痰塗抹陽性肺結核患者の

初回治療成功割合 80%

□ 新規登録喀痰塗抹陽性肺結核患者の

治療失敗、脱落割合 5%以下
定期の健康診断・予防接種

□ 65歳以上の定期の健診受診率 80%

□ 職域の定期の健診受診率 95%

□ 精密検査受診率 100%

□ BCG接種率 :生後6月時点90%。 1歳時点95%

> 接種技術の向上

> コッホ現象の確実な把握

結核発生動向調査の精度向上

□ 喀痰塗抹陽性患者の初回治療 コホー

ト対象者で情報不明割合 0%
□ 年末時点における登録患者の病状不

明の割合 3%以下

□ 発生動向調査担当者の研修 (県 と保健所による)関係機関との

□ 医師会

> 講習会及び情報提供

□ 医療機関

> 情報交換の円滑化

□ 学校

> 連携強化 し、保健所は患者発生

時の対策に中心的役割を担 う

□ 市町村

> 定期の健康診断受診率向上

> BCG接種率の向上

回 他の自治体   ヽ

> 接触者健康診断の実施

> 治療継続のための協力

人材の育成

□ 結核の予防、治療に関わる人材の育

成

人権の尊重

□ 個人情報保護への配慮

□ 結核に対する偏見 。差別の解消

□ 説明 と同意に基づいた医療の実施

□ 関係法令の遵守

新 しい結核対策の推進



付録 結核管理図とその用い方 (平成 18年 )

■概略

都道府県別の結核管理図では,別紙のような 36個 の指標が用い られています。

管理図では,指標値が全国と比較 して好ましくない方向に偏る場合に,右に棒が突出するよ

うに 決 め て い ます 。 大 部 分 の 指 標 値 で は そ の 値 が 大 き い ほ ど好 ま し く な く ,

(13),(14),(15),(16),(18),(19),(25),(29)の 指標は,逆に値が大きいほど好ましいと考えら

れる場合が多く,管理図の棒の方向は基準化偏差値の符号 とは逆になるようにしています。な

お (7)の指標に関しては上のような一般的な良否の価値づけが難 しいので,現状では (6)と

逆相関するとい う便宜上の理由によつて棒の方向を(6)と 逆になるようにしています。

■まん延状況,年齢の偏 り,肺外結核
。(1)～ (5)は結核のまん廷状況を示す指標 (すべて人口 10万対 )。

・ (6),(7)は年齢に関する指標。 (6)は新登録患者総数の うち 30～ 59歳の割合,(7)は 60

歳以上の割合。
。(8)は ,新登録患者総数の うち肺外結核の者の割合。

[参考 ]

・平成 15年以前の結核管理図には,(6)はマル初 (予防投薬)者数の全年齢人口 10万対の率が

記載 されていました。マル初対象者は 29歳までですが,人 日はまん延状況の指標 と同じ全年

齢の総人 口を用いています。平成 19年度以降は法改正により年齢にかかわらず潜在性結核感

染者 として治療の対象 とされています。

■発見の遅れ,発見方法
。(9)～ (11)は発見の遅れに関する指標。

新登録肺結核有症状者について,(9)はその うち発病か ら初診までの期間が 2カ 月以上の者

の割合,(10)は初診から登録までの期間が 1カ 月以上の者の割合,(11)は (9)と (10)の 合計期

間で発病から登録までの期間が 3カ 月以上の者の割合。 (9)～ (11)のそれぞれで期間が不明

の者については,分母から除いています。
。(12)～ (14)は 発見方法に関する指標。

それぞれ新登録肺結核患者について,(12)は医療機関受診発見者の割合,(13)は接触者健

診発見者の割合,(14)は新登録患者 1名 当た り接触者健診実施数。

■診  断
。(15)～ (18)は診断の内容・精度に関する指標。

これ らの指標の反映する内容に応 じて (15)と (16),(17)と (18)の 2群に分けています。 (15)

は新登録肺結核中菌陽性の者の割合,(16)は新登録肺結核中喀疾塗抹陽性の者の割合で,と

もに菌所見を重視 した診断が行われている程度を示 しますが,特に(16)は感染の危険が高い

患者の発生の程度も反映 していると言えます。(17)は新登録肺結核中再治療の者の割合。治

療歴が不明の場合は初回治療 として取 り扱われることに注意する必要があります。(18)は新

登録肺結核再治療中菌陽性の者の割合。再発 とい う診断の場合は排菌 していることが重視 さ

れますので,再発診断の精度をみる指標 となります。

■治  療
。(19)～ (27)は 治療に関する指標。

それ らの内容に応 じて (19),(20)～ (23),(24)～ (27)の 3群に分けています。(19)は新登録喀

痰塗抹陽性肺結核初回治療患者の うち登録時に PZAを含む 4剤の標準化学療法を受けた者の

割合であり,初期強化療法の普及の程度をみる指標 とな りえます。 (20)は年末現在活動性肺

結核患者の うち現在 INH・ RFPを 含まない化学療法を受けている者の割合ですが、これには次

の INH単独療法の者も含まれますので、耐性菌などの発現により標準化学療法が実施できな

くなった可能性の大きさをこの指標から類推 し:

引く必要があ ります。 (21)は年末現在活動性肺糸

る者の割合ですが,こ の割合の大きいところは老

ます。 (22)は平均全結核治療期間であり,年末 |
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録数で除 して推計 し,単位を月とするために 12を 乗 じたものです。(23)は年末現在活動性結
核患者の うち 2年以上治療 している者の割合であり,こ れも (22)と 同じく長期治療をみる指
標です。 (25)～ (27)は ,コ ホー ト法による治療成績を示す指標ですが,治療経過に関する情
報入力 (特に菌所見)が十分に行われていない登録者 (コ ホー ト情報不明者)を除いて計算さ
れています。 (24)に示すコホー ト情報不明の割合を考慮 しながら(25)～ (27)の指標を観察 し
てください。

■入院
・ (28)～ (30)は入院に関する指標。

それ らの内容に応 じて (28),(29)と (30)の 2群に分けて示 しています。(28)は平均肺結核入院
期間です。年末現在活動性肺結核患者で現在の受療状況が入院の者の数を,新登録肺結核患
者で登録時の受療状況が入院の者の数で除して,単位を月とするために 12を乗 じたものです。
(29)は新登録肺結核菌陽性患者のうち登録時の受療状況が入院であった者の割合,(30)は新
登録肺結核菌陰性 。その他の うち登録時の受療状況が入院であった者の割合です。

■患者情報管理,そ の他
・ (31)～ (35)は 患者情報 と患者管理に関連する指標。

それらの内容に応 じて,(31)と (32),(33),(34),(35)の 4群に分けて示 しています。 (31)

は発見の遅れに関する指標値 (11)の計算で,分母からあらか じめ除かれた発病から登録まで
の期間が不明の者の割合です。登録時期は不明とい うことはないので,こ れは発病の時期が
不明を指 します。(32)は登録時肺結核の培養検査結果が未把握の者の割合です。未把握には ,

検査中,検査未実施,不明を含むが,圧倒的に検査中の者が多い。 (33)は年末総登録者の う
ち病状不明 (1年間に病状に関する情報が一度もなし)の者の割合,(34)は年末現在活動性肺
結核患者の うち受療状況が治療なしの者の割合,(35)は年末総登録者の うち登録後 3年以上

経過 している者の割合です。そして (36)は ,年末現在活動性結核患者の うち生活保護を受け
ている者の割合です。

■島根県の概要

□まん延状況、年齢の偏 り、肺外結核

結核罹患率など(1)～ (4)は概ね全国平均より低い数値 となってお り、まん延状況を示す指標
は比較的良好であると言えます。結核死亡率が高い (5)こ と、患者に占める高齢者の割合が多
い (7)こ とが特徴です。

□発見の遅れ、発見方法

結核の自覚症状がでて (発病)か ら登録 されるまで 3ヶ 月以上かかった割合は全国平均と比
較 して少なく (11)、 発病から受診、診断 というプロセスは良好に働いていると考えられます。

□診断

新登録肺結核患者中、菌所見 (塗抹・培養・遺伝子検査等)陽性割合は全国平均に比べて高
い (15)の で、島根県では菌所見を重視 した結核診断が行われていることが分か ります。 1

□治療

島根県における標準治療の実施状況は非常に良好であると言えます。治療が短期間に確実に
行われてお り(22)、 長期間治療が必要な患者も少ない (23)こ とが分か ります。初回治療者の
コホー ト中治療成功割合は全国平均 と比べて低い (25)ですが、これは死亡割合が高いことも
一因 (26)です。

□入院

平均肺結核入院期間は全国と比較 して短期間 (28)で あり、早期発見と確実な治療が行われて
いる結果 といえるで しょう。また菌陰性他の入院割合が低い (30)と い うことは、結核を発病
しても他の人にうつす可能性のない

ています。

はなく外来治療を行つていることを示 し

□患者情報管理、その他

患者情報管理 (31)～ (35)は 、保健所が医療機関と患者の協力を得ながら情報を収集 し、療養
状況を1握 している

軸 ぃ議すがヽ適切な情報の管理が必要です。
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結核管理図   平成18年
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結核対策の目標一覧図

結核罹患率 19,9→ 15.0(人口10万対)

接触者健康診断の徹底 早期発見の推進

接触者健診受診率 100%

2週間以内の患者対応 100%

> 対象者の確実な把握

□ 発見の遅れ 10%以下

□ 受診の遅れ 10%以下

> 結核知識の啓発

□ 診断の遅れ 10%以下

> 医師に対す る研修 など情報提供
適正医療の普及

標準化学療法 (4剤 )処方 70%以上

肺結核患者の平均入院期間 2.5ヶ 月

全結核患者の平均治療期間 8ヶ 月

□

□

□
院内感染・施設内感染防止

二次感染防止対策の推進

> 職員の定期健診受診勧奨

> 職員採用時の健康診断実施

> 院内感染対策の充実

入院・入所者の結核早期診断

入所者の定期健診受診率 95%

> 患者発生時の連携体制構築

患者管理の徹底

□ 地域 DOTSの推進

国 入院中の DOTSの実施 100%

□ 退院前DOTSカ ンファレンスの実施 100%

□ 新規登録喀痰塗抹陽性肺結核患者の

初回治療成功割合 80%

□ 新規登録喀痰塗抹陽性肺結核患者の

治療失敗、脱落割合 5%以 下
定期の健康診断・予防接種

□ 65歳以上の定期の健診受診率 80%

□ 職域の定期の健診受診率 95%

□ 精密検査受診率 100%

□ BCG接種率 :生後6月 時点90%。 1歳時点

> 接種技術の向上      ■

'> コッホ現象の確実な把握

結核発生動向調査の精度向上

□ 喀痰塗抹陽性患者の初回治療 コホー

ト対象者で情報不明割合 0%
□ 年末時点における登録患者の病状不

明の割合 3%以下

□ 発生動向調査担当者の研修 (県 と保健所による)関係機関との連携

□ 医師会

> 講習会及び情報提供

□ 医療機関

> 情報交換の円滑化

□ 学校

> 連携強化 し、保健所は患者発生

時の対策に中心的役割を担 う

□ 市町村             響

> 定期の健康診断受診率向上  ::
> BCG接種率の向上

回 他の自治体

> 接触者健康診断の実施

> 治療継続のための協力

人材の育成

□ 結核の予防、治療に関わる人材の育

成

□ 個人情報保護への配慮

□ 結核に対する偏見・差別の解消

□ 説明と同意に基づいた医療の実施

□ 関係法令の遵守

新 しい結核対策の推進




